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平成２６年１０月２日（木） 午前１０時０２分から

午後 ２時４６分まで

２ 場 所

本会議場

３ 出席した委員の氏名

三浦公、尾島保彦、阿部英仁、志村学、古手川正治、竹内小代美、油布勝秀、

衞藤明和、井上伸史、田中利明、守永信幸、原田孝司、酒井喜親、平岩純子、

久原和弘、小野弘利、元 俊博、荒金信生、戸高賢史、吉岡美智子

４ 欠席した委員の氏名

江藤清志

５ 出席した委員外議員の氏名

桜木博、玉田輝義、堤栄三

６ 出席した執行部関係の職・氏名

教育長 野中信孝、企画振興部長 日髙 雅近 ほか関係職員

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１０４号議案平成２５年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について、審査を

行った。

詳細については、別紙「会議の概要及び結果」のとおり。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 課長補佐（総括） 赤峰宏史

議事課委員会班 課長補佐 武石誠一郎

議事課議事調整班 主幹 堺田 健



決算特別委員会次第

日時：平成２６年１０月２日（木）１０：００～

場所：本会議場

１ 開 会

２ 部局別決算審査

（１）教育委員会

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

（２）企画振興部

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

３ その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

尾島副委員長 ただいまから、本日の委員会を開きます。

この際、付託された議案を一括議題とし、これより審査に入ります。

本日の審査は、教育委員会及び企画振興部関係であります。

これより、教育委員会関係の審査に入ります。

執行部の説明は、取り決めの範囲内の時間となるよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

教育長及び関係課室長の説明を求めます。

野中教育長 まず、きのう、きょうと新聞報道されております源泉徴収所得税について、

教育委員会関係分ということでご説明させていただきます。

源泉所得税等の自己点検についてという一枚紙をご用意しております。ご確認ください。

大分税務署より、①測量士、建築士等の所得税法第２０４条第１項第２号に当てはまる

者についての源泉徴収の処理について、②平成２５年１月より加算された復興特別所得税

の源泉徴収の処理について、③平成２４年１月より変更になった１５キロメートル以上の

通勤手当非課税限度額の処理について、この３点について自己点検するよう依頼があり、

県立学校、教育事務所など地方機関、県立図書館など教育機関、全８０所属について調査

を実施しております。

現在、詳細を調査中でありますが、③の通勤手当の処理に関し誤りがあることがわかり

ました。いずれも非常勤講師の通勤手当に係るもので、２校、３名に係る計２万７，６０

０円の誤りを税務署に報告したところです。そのほか３校において合計で約２万円程度の

誤りがある見込みであり、現在詳細を確認中です。

今後の予定としましては、税額に誤りがあった非常勤講師に連絡を取り、不足額を徴収

の上、管轄する税務署に納付します。納付完了後は、その旨を大分税務署に報告すること

としております。

また、再発防止策として、源泉徴収制度の改正があった際は文書発出を行い、周知徹底

を図るとともに、会計処理の稟議の段階で主任、副任によるダブルチェックを徹底するこ

ととしております。

それでは、教育委員会所管に係る平成２５年度決算について説明します。

初めに、平成２４年度決算特別委員会審査報告書に対する措置状況について、報告させ

ていただきます。

指摘事項は、２点ございました。

お手元の平成２４年度決算特別委員会審査報告書に対する措置状況報告書の１７ページ

をお開き願います。

まず、１点目についてですが、教員の人材確保及び育成についてでございます。

右側の左の措置結果の欄、中ほどをごらんください。

臨時講師の確保を初め、本県の教員の質・量を確保するためには、教員採用受験者をふ

やすことが必要不可欠であり、教員養成課程を持つ県内の全大学及び九州・中国地方の主

な大学で春と秋年２回の説明会開催や、東京、大阪、福岡の大学生や現職教員等を対象に
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採用状況などの情報提供に取り組んでいます。

また、２３年に策定した大分県公立学校教職員の人材育成方針に基づき、ベテラン教員

のノウハウ継承の支援や職員指導力に優れた退職校長等の活用、若年期の人事異動による

人材育成などの取り組みにより、教員の資質向上と学校全体の組織的教育力の向上を図っ

ているところです。

さらに、今年度教育センターの大規模改修が完了することにあわせて研修体系を見直し、

効果的な研修を実施して、教職員の資質向上に取り組んでいるところです。具体的には、

採用１年目の教員のみを対象としていた初任者研修を３年目の教員にまで拡大するなど、

若年期から壮年期にかけて、ライフステージに応じて計画的に研修を実施することで、組

織的課題解決力の向上を段階的に図ることとしています。

今後も、「目標達成に向けて組織的に取り組む『芯の通った学校組織』」推進プランに

基づき、さまざまな教育課題に組織的に対応できる人材の確保・育成に努めてまいります。

次に１８ページをお開きください。

２点目は、県立特別支援学校における就学奨励費についてでございます。

右側の左の措置結果の欄をごらんください。

まず、過不足額の取り扱いについてですが、過払い額については関係職員の任意の申し

立てによる補填を行ったことから、保護者等へ返還請求は行いませんでした。一方、不足

額については保護者等へ追加の支給をしたところです。また、文部科学省と協議の上、過

払い額の国庫返納、不足額の国への追加請求も既に完了したところです。

次に事務処理についてですが、昨年１０月と本年４月に各学校の事務長を含む就学奨励

費の支給事務担当者等を対象に研修会を開催し、周知徹底を図るとともに、８月からは修

学奨励費の自動計算ソフトの試験運用も開始したところです。

また、再発防止策として、複数の職員により書類を確認するなどチェック体制の強化に

取り組んでおり、さらに今年度からは、担当課に学校事務に精通した職員を増員配置する

ことにより、事務処理体制の充実を図ったところでございます。

続きまして、お手元の平成２５年度一般会計及び特別会計決算事業別説明書で、平成２

５年度決算についてご説明いたします。

事業別説明書の２９５ぺージをお開きください。

平成２５年度歳出決算総括表ですが、教育委員会に関係する予算の款・項は、表の左に

ありますように、第１０款教育費第１項教育総務費を初め、７つの項であります。

表の一番下の歳出合計で見ますと、左から２列目、予算現額欄にありますとおり、予算

額１，１０４億７９２万８，６１９円に対しまして、決算の総額は、その右側、支出済額

欄のとおり１，０９６億１，４３７万２，５８１円となっております。

続きまして、主要な施策の成果についてご説明いたします。

主な事業の執行状況等について説明します。

お手元の平成２５年度における主要な施策の成果の２２７ページをお開きください。学

力向上対策支援事業です。

この事業は、市町村が策定した市町村学力向上アクションプランに基づき、さまざまな

支援を行うことで、児童生徒のつまずきの解消、低学力層の底上げを図るなど、学力向上

に向けた取り組みを実施するものです。
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項目の上から２番目の事業の実施状況と３番目の事業の成果等ですが、国等の学力調査

の結果から喫緊に解決しなければならない課題について、学校関係者等による共通認識を

図る授業改善協議会を開催し、小学５年生と中学２年生を対象とした学力定着状況調査を

実施しました。

その結果、各学校において学力向上に対する意識の高揚が図られるとともに、学校組織

全体による学校改善や授業改善が図られました。

中ほどにあります成果指標の欄ですが、本事業の成果指標は偏差値平均が３４以下の児

童生徒の割合としており、達成率は９２．１％と、目標をおおむね達成しています。

１番下の総合評価については、小・中学校ごとの実態にあったより効果的な事業を実施

するために、各校種ごとに事業を細分化し、特に中学校教員の指導力向上のための施策や

中学校の習熟度別指導推進教員の配置拡充等といった、学力向上のさらなる推進を図るた

め、「見直し」としております。

少し飛びまして、２３１ページをごらんください。進学力パワーアップ事業です。

この事業は、高校生及び高校教員に対して、難関・最難関大学に対応できる学力及び教

科指導力の強化を図るものです。

事業の実施状況ですが、県内外の優秀な教員や予備校講師を招いた講義、講座等の開催

により、学習意欲の向上等を図るとともに、教科指導力の強化のための研修や進路指導体

制の強化に取り組みました。

事業の成果等ですが、生徒については、他校生との切磋琢磨による学習に対するモチベ

ーションアップや進路意識の向上が図られ、学力向上に寄与しました。

また、教員については、教科指導力が向上するとともに、普通科等設置校の進学指導体

制の強化・充実に大きく役立てることができました。

成果指標は、難関大学等合格者数としており、達成率は９１．９％と、目標をおおむね

達成しています。

総合評価については、事業内容を整理し会議の統合を行うとともに、教科指導力向上の

ためのプログラムを３教科から５教科に拡大するなどの必要性があり、「見直し」として

おります。

少し飛びまして、２３８ページをお開きください。大分っ子体力向上推進事業です。

この事業は、郡市ごとに、小学校体育専科教員活用推進校と、小・中学校体力向上推進

校をそれぞれ指定し、域内の学校体育の充実と児童生徒の体力向上を図るものです。

事業の実施状況と事業の成果等ですが、２５年度に実施した全国体力・運動能力、運動

習慣等調査における体力合計点から見る全国順位で、小５男子が１２位、小５女子が２３

位、中２男子が２１位となるなど、いずれも過去最高の結果となりました。

成果指標は、県内小中学校における体力・運動能力調査で全国平均以上の種目の割合と

しており、達成率は９６．６％と、目標をおおむね達成しています。

総合評価については、今年度から体育専科教員を１６名から２４名に増員したため、

「見直し」としております。

次にその下、２３９ページをごらんください。いじめ・不登校等未然防止対策事業です。

この事業は、いじめや不登校、自傷・自殺など生徒指導上の問題行動を未然に防止する

ため、教職員を対象にしたさまざまなスキルアップ研修や小・中学生によるいじめゼロ子
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どもサミットを通して、いじめや不登校児童生徒を生まない学校、学級づくりを推進する

ものです。

事業の実施状況ですが、いじめや不登校対策及び自傷・自殺などを未然に防ぐ研修会に

は約７００人の教職員が受講し、さらに県下１８市町村の小・中学生の代表者約８０人に

より大分県いじめゼロ宣言が採択されました。

事業の成果等ですが、生徒指導上の問題行動に対して、組織的な未然防止及び初期対応

が充実し、いじめまたは不登校児童生徒を生まない学校、学級づくりの推進が図られまし

た。

成果指標は、中学校不登校出現率としておりますが、達成率は、現在、文部科学省にて

精査中のため、１０月末をめどに公表予定となっております。

総合評価については、いじめ・不登校等の未然防止の推進を図るため、新たに不登校対

策コーディネーターを学校に配置し、登校意欲が高まる魅力ある学校づくりなどを推進し、

不登校を生まない学校づくりに取り組むため、「見直し」としております。

少し飛びまして、２４２ページをお開きください。県立学校施設整備事業です。

この事業は、県立の高等学校及び特別支援学校等の教育環境の向上を図るため、校舎等

の新築や改築、大規模改造、耐震対策などの施設整備を行うものです。

事業の実施状況ですが、高田高校ほか２３校の非構造部材耐震対策や、中津東高校ほか

１４校の大規模改造を行うとともに、高校再編に伴う佐伯鶴岡高校車庫・農機具機械実習

棟の新築などを行い、教育環境の向上を図ったところです。

事業の成果等ですが、非構造部材耐震対策については、県立学校全校において家具の転

倒・移動防止対策を２４年度の１年間で完了し、２５年度からは屋内運動場等の天井や照

明等の落下防止対策に取り組んでいるところです。特に２５年度は、重大事故につながる

恐れの高いつり天井の撤去工事を優先して行い、目標を上回る対策を行うことができまし

た。

成果指標は、天井等落下防止対策実施校数としており、達成率は１１４．３％と、目標

を達成していますが、残り４０校についても、国が目指している２７年度までの速やかな

対策完了を１年前倒し、今年度中に完了したいと考えています。

総合評価については、「現状維持」とし、施設の長寿命化のための大規模改造や、高校

再編計画に基づく必要な施設整備等を計画的に実施し、引き続き教育環境の向上に努めて

まいります。

１ページ飛びまして、２４４ページをお開きください。地域「協育力」向上支援事業で

す。

この事業は、学校・家庭・地域が連携して子供を支援するための「協育」ネットワーク

を構築し、学校教育活動や放課後など、さまざまな場面における子供の活動を地域全体で

支援するものです。

事業の実施状況と事業の成果等ですが、放課後子ども教室や学びの教室に関わる「協

育」コーディネーターの資質の向上を図るための研修を開催するとともに、校区ネットワ

ーク会議を１４市町村７６会議に設置し、放課後子ども教室を１７市町村１４７教室、学

びの教室を１０市町６５教室で開設しました。その結果、子供支援に参加した地域住民は、

２万１，９２４人となりました。
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成果指標は、「協育」ネットワークの小学校カバー率としており、達成率は１００％と、

目標を達成しています。

総合評価については、ネットワークの構築や人材確保など、市町村の抱える課題解決に

向けた支援体制の拡充に引き続き取り組むとともに、地域からの企画による学校支援と保

護者の家庭教育力向上に向けた支援の取り組みにより、総合的に子供の成長を支援するた

め、「見直し」としております。

少し飛びまして、２５２ページをお開きください。地域の文化財魅力度アップ事業です。

この事業は、地域に残る貴重な文化財の修復現場を公開しながら集中整備するとともに、

地域の観光素材として文化財の活用を図るものです。

事業の実施状況と事業の成果等ですが、地域の観光振興の観点で文化財を保存活用する

ための計画策定を、日田市を初めとする５市で行いました。

また、国宝宇佐神宮本殿を初めとする１１件の文化財の集中整備を行うとともに、今後、

国指定の昇格が期待される文化財３件について条件整備を行いました。また、修復現場の

公開を１１件で行い、県内外から５，１８３人の方が見学に訪れました。

成果指標は、文化財の修復現場公開参加者数としており、達成率は１１５．２％と、目

標を達成しています。

総合評価については、今後も観光振興の視点に立った文化財の保存活用に向け、継続し

て実施が必要なことから、「現状維持」としております。

１ページ飛びまして、２５４ページをお開きください。地域生涯スポーツ振興事業です。

この事業は、総合型地域スポーツクラブの創設・育成や地域スポーツ人材育成などの活

動を通して、身近にスポーツに親しめる環境を整備し、県民の健康・体力づくりや地域の

活性化を図るものです。

事業の実施状況と事業の成果等ですが、巡回訪問や講師の派遣等を行い、総合型地域ス

ポーツクラブの創設を積極的に働きかけた結果、県内に４３クラブが創設されました。

成果指標は、総合型地域スポーツクラブの育成クラブ数としておりますが、既に全市町

村でクラブが育成されていることが育成の鈍化につながっていると考えられ、達成率は７

８．２％と、目標に対して「著しく不十分」となっています。

総合評価については、地域のスポーツ活動を推進させるためには、今後も継続的に総合

型クラブの創設・育成を図ることが必要であるため「現状維持」とし、引き続き未育成地

域での普及啓発活動を積極的に実施するとともに、人材育成やクラブ間連携など既設クラ

ブの充実・発展に努めていくこととしています。

最後にその下、２５５ページをごらんください。県民スポーツフェスティバル開催事業

です。

この事業は、本県スポーツの一層の普及・振興を図るため、競技スポーツの祭典として

大分県民体育大会を、生涯スポーツの祭典として県民すこやかスポーツ祭を開催するもの

です。

事業の実施状況と事業の成果等ですが、昨年９月に第６６回大分県民体育大会を開催し、

スポーツを通じて県民の健康の保持・増進や、地域文化の高揚と活性化を図ることができ

ました。

また、５月に開催した県民すこやかスポーツ祭では、地域・世代間交流を通じて、健や
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かで生き生きとした県民生活の向上を図ることができました。

成果指標としては、県民すこやかスポーツ祭の参加者数としておりますが、荒天による

一部大会の中止や他の大会との会期重複等の影響により、達成率は６８．６％と、目標に

対して「著しく不十分」となっています。

総合評価については、県民すこやかスポーツ祭の種目・会場・参加者数の増加を図るた

め、今年度から開催期間を５月から６月までの２カ月間にと延長したことから、「見直

し」としています。

以上で教育委員会の主要な施策の成果の主な事業の説明を終わります。なお、各課室の

決算状況につきましては、担当課室長から説明します。

佐野教育改革・企画課長 教育改革・企画課所管分のうち、主なものを説明いたします。

お手元の平成２５年度一般会計及び特別会計決算事業別説明書の２９７ページをお開き

ください。

第１項教育総務費第１目教育委員会費の決算額１，２５５万７，４８６円は、教育委員

５名分の報酬や、教育委員会の運営等に要した経費でございます。

次に、第２目事務局費の決算額２，８５８万７，５６０円のうち、表の左から２列目、

事業別決算額欄上から２番目の７３２万３，８０８円、広報活動費は、県民に対し教育行

政施策の理解と協力を求めるとともに、本県教育の一層の充実・振興を図るため教育番組

の放映、広報誌の発行、広聴事業等に要した経費でございます。

以上でございます。

藤本教育人事課長 教育人事課所管分のうち、主なものを説明いたします。２９９ページ

をお開きください。

第１項教育総務費第３目教職員人事費の決算額３億７，７５８万５，０９１円のうち、

事業別決算額欄の５，０８４万２，２２５円、小・中学校人事管理費は、特別非常勤講師

の配置、病気休暇者にかわる職員の派遣等に要した経費でございます。

次の３００ページをお開きください。

事業別決算額欄１番上の６，３１２万１，６２５円、県立学校人事管理費は、県立学校

での賃金職員等の配置、教員採用選考試験の実施、県立学校教職員の人事異動事務等に要

した経費でございます。

その右、３０１ページをごらんください。

第５目教育センター費の決算額２億２１８万６，３２９円のうち、事業別決算額欄１番

上の１億４，８４１万７７５円、教育センター機能強化事業費は、教育センターを改めて

教育課題解決を担う人材育成の中核施設として位置づけ、研修体系を見直し、効果的な研

修が行えるよう、研修室等の整備に要した経費でございます。

以上でございます。

岡田教育財務課長 それでは教育財務課所管分のうち、主なものを説明いたします。

３０６ページをお開き願います。

第１項教育総務費第４目教育指導費の決算額５億５，１３３万６６４円のうち、事業別

決算額欄１番上の５億９８６万３，５５７円、高等学校等奨学金貸与事業費ですけれども、

公益財団法人大分県奨学会が実施する奨学金事業につきまして、貸付原資の貸与及びその

運営経費について補助したものであります。なお、２５年度は延べ２，９９６人に奨学金
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や入学支度金の貸与を行っております。

次に、３０８ページをお開き願います。

第４項高等学校費第２目全日制高等学校管理費の決算額１０億５，９８９万８，１７４

円、その次のページ、３０９ページでございますが、第３目定時制高等学校管理費の決算

額４，１４１万９，７７１円は、それぞれ全日制高校や定時制高校の管理運営に要した経

費でございます。

次に、３１１ページをお開き願います。

第５項特別支援教育費第１目盲ろう学校費の決算額１億２４３万６，９０１円のうち、

事業別決算額欄１番上の４，０２４万３，８６１円、運営費は、盲学校及び聾学校の管理

運営に要した経費でございます。

また、その下の第２目支援学校費の決算額６億６，９０４万２，１６９円のうち、事業

別決算額欄１番上の３億８２５万８，３０２円、運営費は、特別支援学校本校１２校・分

校２校の管理運営に要した経費でございます。

以上でございます。

大石福利課長 福利課所管分のうち、主なものを説明いたします。

次のページ、３１２ページをお開きください。

第１項教育総務費第２目事務局費の決算額６億９，９１６万２，６４１円のうち、事業

別決算額欄１番上の５億７，８０１万９，０１９円、児童手当費は、児童を養育している

教職員に対し支給した児童手当が主なものでございます。

次に、第６目恩給及び退職年金費の決算額１億７，７２７万７，８０４円は、恩給及び

退職年金受給者２０人、扶助料受給者１１８人、合わせて１３８人に支給した恩給等が主

なものでございます。

次のページ、３１３ページをごらんください。

第８項保健体育費第１目保健体育総務費の決算額３，０６３万２，６２４円は、県立学

校の安全衛生管理体制の整備や県立学校教職員の健康診断等に要した経費が主なものでご

ざいます。

以上でございます。

後藤義務教育課長 義務教育課所管分のうち、主なものを説明いたします。

次のページ、３１４ページをお開きください。

第１項教育総務費第４目教育指導費の決算額５億４３１万９，５５０円のうち、事業別

決算額欄上から２番目の１６４万２，７３８円、小学生国際交流活動推進事業費は、外国

の文化に対する理解やコミュニケーション能力の基礎を養うため、小学校５・６年生を対

象に留学生等との交流会やこども国際交流キャンプ等の国際文化交流に要した経費でござ

います。

次に、その２つ下の２３万１，１３９円、中学生の科学教育推進事業費は、科学の甲子

園ジュニア全国大会への出場のため、県内の中学生を対象に、チーム対抗での県予選を行

い、より理科や数学等に興味関心が持てる体験活動に要した経費でございます。

以上でございます。

江藤生徒指導推進室長 生徒指導推進室所管分のうち、主なものを説明いたします。

次の３１５ページをごらんください。
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事業別決算額欄上から４番目の６１０万３１７円、生徒指導対策費は、県立学校が不登

校及びいじめ等の生徒指導上の対策を協議するため、関係機関との会議や家庭訪問などに

要した経費でございます。

以上でございます。

後藤特別支援教育課長 特別支援教育課所管分のうち、主なものを説明いたします。

同じページ、３１５ページをごらんください。

事業別決算額欄下から２番目の２，３２９万６，１６７円、特別支援学校就労支援事業

費は、知的障がい特別支援学校の高等部生徒の一般就労率向上に向け、就労支援アドバイ

ザーを配置した経費及び生徒の働く意欲の育成のため、メンテナンスの技能検定の実施に

要した経費でございます。

次に、その下の９１万８，０６０円、特別支援学校改革支援事業費は、特別支援学校の

学校運営全般について、有識者等による専門的かつ客観的な評価と指導・助言により、学

校経営の透明性を高めるとともに、学校改革を推進し、教育活動の質の向上に要した経費

でございます。

以上でございます。

髙畑高校教育課長 高校教育課所管分のうち、主なものを説明いたします。

３１７ページをお開きください。

第１項教育総務費第４目教育指導費の決算額２億１，５０６万８，５１２円のうち、事

業別決算額欄下から４番目の９６９万５，５９４円、おおいたものづくり人材育成事業費

は、ものづくり企業を支える人材を育成するため、工業科の生徒の国家資格取得の支援及

び産学官連携の実践的なものづくり技術・技能向上に要した経費でございます。

次のページ、３１８ページをお開きください。

事業別決算額欄の上から３番目の１５１万８，２７７円、学校改革支援事業費は、有識

者等による公正中立な第三者の立場での専門的かつ客観的な評価と、指導助言による学校

のさらなる透明性の確保及び学校改革の推進による教育水準の向上に要した経費でござい

ます。

以上でございます。

曽根崎社会教育課長 社会教育課所管分のうち、主なものを説明いたします。

３２１ページをお開きください。

第７項社会教育費第４目図書館費の決算額２億５，１２３万２，６８８円は、県立図書

館の管理運営や図書購入等に要した経費でございます。

２５年度は新たに１万８，３３５冊を購入し、蔵書冊数は１１２万９，１０８冊となっ

ています。

次のページ、３２２ページをお開きください。

第７目社会教育総合センター費の決算額７，９５８万２８６円は、社会教育総合センタ

ー及び香々地・九重両青少年の家における管理運営や事業の実施等に要した経費でござい

ます。

以上でございます。

甲斐人権・同和教育課長 人権・同和教育課所管分のうち、主なものを説明いたします。

まず歳入についてですが、平成２５年度決算附属調書、１０ページをお開きください。
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歳入決算額の予算に対する増減額調書でございます。

表の１番左、科目欄の１番下、貸付金元利収入ですが、１番右の増減理由欄の増収とな

ったもののうち、２番目の地域改善対策奨学金貸付金分１６０万７，４５６円は、大分県

地域改善対策奨学金等返還義務者の返還が見込みを上回ったことによるものでございます。

少し飛びますが、２４ページをお開きください。収入未済額調書でございます。

科目欄の１番下、貸付金元利収入の１番下にあります１億６０７万７，８２３円と、次

のページ、２５ページの雑入のうち、下から２番目の４３７万８，２７７円ですが、これ

は大分県地域改善対策奨学金等返還義務者の生活困窮等により収入未済となっているもの

でございます。

続きまして、歳出について説明いたします。

平成２５年度一般会計及び特別会計決算事業別説明書、３２５ページをお開きください。

第１項教育総務費第４目教育指導費の決算額２，４３６万５，３６９円のうち、１番右

の事業説明欄中ほど、上から４番目の市町村人権教育推進事業費２５０万２，６９３円は、

人権教育指導者等の養成や講師派遣など市町村の人権教育支援に要した経費でございます。

以上でございます。

山口文化課長 文化課所管分のうち、主なものを説明いたします。

３２６ページをお開きください。

第１項社会教育費第１目社会教育総務費の決算額２億２，６０２万４，３１９円でござ

います。事業別決算額欄の上から２番目の２億４４４万３，７６５円文化活動推進事業費

のうち、事業説明欄下から２番目の美術品取得基金積立金２億２３万８千円は、南海コレ

クション購入のために美術品取得基金に積み立てを行ったものです。

次のページ、３２７ページをごらんください。

第３目文化財保護費の決算額２億９，３５４万１，０３５円でございます。事業別決算

額欄の上から２番目の１億５０５万３，８５４円、記録保存修理費のうち、事業説明欄１

番下の大友氏遺跡土地公有化支援事業費、３，５１６万４千円は、大分市が実施している

国史跡大友氏遺跡の土地公有化事業に対して、補助を行ったものでございます。

次のページ、３２８ページをお開きください。

第５目芸術会館費の決算額１億３，２９２万３，７３０円でございます。事業別決算額

欄上から２番目の６，９３１万６，１４１円、事業費のうち、事業説明欄１番上の芸術会

館企画事業費７４２万７，５００円は、芸術会館ラストコレクション展の開催等に要した

ものであります。

次のページ、３２９ページをごらんください。

第６目歴史博物館費の決算額１億２，８１０万１，０６９円のうち、事業別決算額欄の

上から２番目の１，６４７万４，８１０円、事業費は、特別展の開催や調査研究等に要し

たものであります。

以上でございます。

蓑田体育保健課長 体育保健課及び全国高校総体推進局所管分のうち、主なものを説明い

たします。

次のページ、３３０ページをお開きください。

第８項保健体育費第１目保健体育総務費の決算額２億１，３６１万３４３円のうち、事
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業別決算額欄の１億７，６７０万３，６６３円、学校保健費は、交通安全教育や防災教育、

性に関する指導及び災害共済給付事業等、学校・家庭・地域の関係機関等との連携強化に

要した経費でございます。

次のページ、３３１ページをごらんください。

第２目体育振興費の決算額４億４，６３４万２，６４８円のうち、事業別決算額欄の２，

２０１万７千円、生涯スポーツ振興費は、県立学校体育施設開放事業等、県民の体力向上

を図り、健康で文化的な明るい生活を築くために行った各種事業に要した経費でございま

す。

次のページ、３３２ページをお開きください。

事業別決算額欄１番上の３億５，６４３万８，００５円、競技スポーツ振興費は、競技

力向上対策や、第６８回国民体育大会出場者への参加費補助などに要した経費でございま

す。

次のページ、３３３ページをごらんください。

第３目体育施設費の決算額８，２９８万３千円は、県立体育施設の管理運営などに要し

た経費でございます。

次のページ、３３４ページをお開きください。

第２目体育振興費の決算額３億９，０７０万６，１２８円は、本県を含む北部九州４県

で合同開催した全国高等学校総合体育大会の運営に要した経費でございます。

以上で各課室の決算状況の説明を終わります。

尾島副委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席で起立の

上、マイクを使用し、大きな声で、ゆっくりと簡潔・明瞭に願います。

事前通告が５名の委員から出されていますので、まず事前通告のあった委員の質疑から

始めます。

守永委員 ２点ほど質問があります。

まず、主要な施策の成果の２４０ページですが、成果指標の実績について、国が調査結

果の公表を９月以降としているためというふうに記載されていますけれども、現時点で公

表できるものであればお示しいただきたいと思います。また、公表できない状況であれば、

傾向や状況について示せる範囲で教えていただきたいと思います。

もう１点が、同じくその主要な施策の成果の２４８ページなんですけれども、おおいた

子ども読書活動推進事業についてなんですが、子どもと本をつなぐネットワークフォーラ

ムというのが開催されて、１０９人の方が参加されたということなんですが、どのような

方々を参集して行ったものなのか。その後、子供たちの読書活動にどのようなつながり方

が実現できたのか、実現できたと思うのか、教えていただきたいと思います。

江藤生徒指導推進室長 不登校生徒児童の学校復帰率の件でございますが、１０月１日現

在で、文部科学省のほうはまだ公表しておりません。現在、文部科学省では、さらに１０

月３日締め切りのいじめ関係の追加調査を行っており、公表がおくれるというふうに聞い

ております。

そこで、現時点で公表できるものとしましては、平成２５年１２月公表の文部科学省平

成２４年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査というのがございます。
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これによりますと、大分県の不登校児童生徒の学校復帰率は３４．９％。２４年のこの年、

全国の不登校児童生徒の学校不復帰率は３０．４％ということでございました。

傾向や状況についてでございますが、大分県の小中学校不登校児童生徒の学校復帰率は、

平成２１年度から年々と、４年連続で向上してはおります。そして、その学校復帰率は、

その年度の全国平均を上回ってはおります。

しかしながら、大分県長期総合計画「安心・活力・発見プラン２００５」における平成

２４年度の目標３９．５％には届いていないという状況でございます。

以上でございます。

曽根崎社会教育課長 おおいた子ども読書活動推進事業についてお答えをいたします。

平成２６年２月２２日に、子どもと本をつなぐネットワークフォーラムを開催し、読み

聞かせボランティア団体などの関係者、保護者、図書館関係者、学校関係者、さらには行

政関係者など、１０９名の参加がございました。フォーラムでは、公立図書館やボランテ

ィア団体など、関係者が協力することの重要性を伝える講演会を実施したり、また、県内

事例の発表を行い、子供の読書活動関係者のネットワークの構築や情報共有の必要性につ

いて共通理解を図りました。地域によっては、参加者同士の交流も進んでおり、お互いの

活動を参観したり、情報の共有も行われております。

また、フォーラムで他の地域の実践事例を知って、活動を活性化させた地域もありまし

て、子供の読書活動推進の気運の醸成が図られていると考えております。

具体例といたしましては、豊後高田市で図書館を中心に活動するボランティアグループ

が、フォーラムで得た情報の共有やほかの地域への視察を通して、読み聞かせや子供の読

書イベントなどの充実につなげております。

以上でございます。

守永委員 いじめ、不登校児童の学校復帰率については、文部科学省のほうから公表され

ていないということで、昨年度の調査結果を今報告いただいたんですが、県としての目標

には達していないものの、今年度の調査の分で文部科学省に報告したものは、昨年度より

も改善傾向にあったという状況なのかどうか、もしわかれば、数字としてではなくて傾向

として教えていただきたいと思います。

それと、読書の関係ですけれども、子供たちに読書の楽しさというのを知ってもらう、

その取り組みとして、周囲の方々がどういうふうに対応してきているのか、そういった優

秀な事例とか先進事例を学びながら交流できるというのは、非常にいいきっかけだと思い

ます。ただ、そういった中で、各学校で、学校によっては言ったほうがいいですかね、保

護者による読み聞かせの活動が行われているところもあると思うんですが、この読み聞か

せというのは、児童生徒に読書というものを楽しいものだというのを気づかせる１つの取

り組み、効果のある取り組みじゃないかと思うんですが、これまで各学校で保護者の好意

で、無償で実施されていると。それも、保護者の手弁当で実施されているという状況が多

いと思うんですけれども、その読み聞かせ活動のサポートをする体制がとれないものかな

というふうに思ったりもしているんですが、以前も若干、予特等で聞いたことはあるんで

すけれども、そういったものについて、何かお考えがないか、この際ちょっとお聞かせい

ただけたらと思います。

江藤生徒指導推進室長 平成２５年度の傾向はということでございますが、先ほども申し



- 12 -

ましたように、まだ発表されておりませんので、大変言いづらい部分がございますが、傾

向として改善の方向でいっているのかなという、ただ、そこはもう断言はできません。申

しわけございません。

曽根崎社会教育課長 お答えいたします。読み聞かせの活動に関しましては、教育ネット

ワークというのがございまして、その中の学校支援活動の一環として、各地域で行われて

おります。

昨年度も同様ですけれども、全県で５６本部がございまして、このうち、読み聞かせと

は限らないんですけれども、登下校の見守り活動とか、そのようなものもの全て合わせま

して全部で６９．４％、中核市を除く市町村になりますが、６９．４％の小学校でそうい

った学校支援活動が行われているという実績でございます。今後とも、その拡充に努めて

まいりたいと思います。

以上でございます。

原田委員 私は、県下の各市町村が行っています補助職員、支援職員についてご質問しま

す。

実はこれは、県教育委員会の事業ではなく、これからは絶対必要だという思いの立場で、

教育委員会の意見を聞きたい、考えを聞きたいということで質問をさせていただきます。

多くの市町村では、学校生活に対応することが困難な子供がたくさんいるということで、

その配慮として、教職員を補助する補助職員、支援職員と言ったりしますけど、採用して

います。

私の住む別府市においては、いきいきプラン事業として、別府市単費で、ことしで言え

ば４５人採用し、小中学校、昨年度からは幼稚園にも配置しているわけであります。配置

された学校では、そういった子供を中心に、とても対応が大変になっている学級に配置さ

れて、補助しているわけであります。この事業というのは、別府市においては、緊急雇用

の取り組みから、最初８名からスタートしたもので、年々ふえて今４５人。年間の予算で

いうと大体５千万円ぐらいになっているんですけど、やっているわけであります。

同じような仕組みというのは、例えば、杵築市では教育支援員として１９人、日出町と

しては１３人、大分市もそうですけど、各市町村いろんな、名前は違いますけどされてい

ます。

この取り組みなんですけど、各自治体で取り組まれているということで、いわゆる県教

育委員会としての補助はなく、全て自治体の単費となっているわけなんです。来年度への

要望も含めて、ぜひこういったことに県として支援していくべきではないかと思っていま

すので、県教育委員会としての考え方をお聞きしたいと思っています。

藤本教育人事課長 補助職員についてお答えいたします。

各市町村教育委員会におきましては、それぞれ異なる教育環境のもと、創意工夫したき

め細やかな予算を編成して、それを効果的に執行することで教育目標を実現しているとこ

ろでございます。特に、特別支援、教育支援を中心に、学力向上や複式学級支援等の目的

のために、単独予算で支援員等補助職員を雇用する事業を行っているところがございます。

これらの事業につきましては、市町村の重要な政策目的を達成するための独自の積極的な

予算というふうに捉えております。これに対しても、特別支援教育等の支援員の配置につ

いては、地方交付税費用に算定されるなど、そういった措置もされているところでござい
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ます。

県におきましては、これまでも児童生徒支援や専科教諭の確保、複式学級解消等のため

に、約１００名の教員を市町村に配置し、県単独予算で措置をしてまいりましたし、指導

方法等、工夫改善など、国の加配で県下約８００名の県費負担教職員を配置しております。

あわせて９００名の加配を配置するなど、全国的に見ても、その現場に対しては多くの加

配措置をしているところでございます。したがいまして、補助職員に係る人件費に対する

補助の仕組みについては、検討する予定はございません。

以上でございます。

原田委員 冷たく蹴られたわけですけれども、県が一生懸命やっていると、人事の人材確

保のためにやっているというのはよくわかっているんです。ただ、それでもやっぱり、各

市町村の教育現場においては、まだまだ十分じゃないというところを、各市町村で補って

いるというふうに考えているわけであります。

例えば、学力向上対策支援事業の中で、低学力層の底上げというのがありますけど、こ

の中の多くは、やっぱり学校生活に対応することが困難な子供がたくさんいるということ

だと思っているんですよね。

実は、先日、友人の教員から話を聞いたんですけど、不登校傾向の子供がいて、朝、お

母さんが連れてくると。ただ、校門のところに２時間ぐらいいるそうです。さらに、いわ

ゆる昇降口、下駄箱のところに２時間ぐらいいると。それから、給食時間になってやっと

学級に入って、そのままずっといくって、そのパターンがずっと続いているというんです。

校門にいるときや下駄箱の所に１人で置かせておくわけいきませんから、校長、教頭を含

め、授業がない教員が対応しながら、やっぱり１人にさせないで、何かあったら困ります

から、そういったことをやっているわけですね。

そんなときに、そういった職員がいると、やっぱりどれだけ助かるかという話だと思っ

ているんです。ぜひ、教育長含め幹部職員の方々は、この補助職員、支援職員の方々の様

子を、ぜひ見に行っていただきたい。そしてまた、県内部で検討をしていただきたいとい

うことを要望を強く申し上げて、質問を終わります。

小野委員 先ほど、教育長、それから蓑田課長のほうからも説明がありましたけれども、

この成果の２５４ページ、地域生涯スポーツ振興事業に関してお聞きをしたいと思います。

この事業を開始した時点を今思い起こすんですけれども、竹田市や国見町を皮切りにス

タートを切りました。当時は、非常に意気込みの中で、全県内の中学校区には必ず１クラ

ブはつくろうじゃないかということで努力をした経緯もあると思います。

先ほどの報告にもありましたように、学校の統廃合とか、市町村合併とか、こういう時

代の変化もありまして、今４３クラブまではいったけれども、その拡大が鈍化傾向にある

ということも、先ほどの教育長の話にありました。そういうことから、これからこの事業

をどう拡大発展をさせていくのかということで、３点伺いたい。

１つは、現在このスポーツクラブが、県内でどういう状況になっておるのか。それから、

先ほどもありましたけれども、どういう課題が今はあるのかということが１点。

それから２つ目は、この事業によって、少子化が進む中での部活動に大きな進展につな

がるんじゃないかと。今、中学校の小規模化の中で、部活動そのものが成り立たない学校

がたくさん出ているわけです。それを、この事業によってカバーできるんじゃないかとい
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う期待をしたんですけれども、なかなかそうなってないと。この部活の関係でこの事業を

今後どう捉えていくのかというのが２点です。

ということは、日本のスポーツというのは、企業とか、学校スポーツに依存というのが

特徴だろうと思います。これもまた、今スポーツ施設が一番充実しているのはどういって

もやっぱり学校だということで、この学校スポーツを抜きにして、日本のスポーツという

のもなかなか考えにくいということからならば、今、東京の十文字高校ですか、あそこで

試みられている学校スポーツクラブ、部活と地域でのスポーツクラブを一緒にするような

形の試みもなされています。大分県内でも、実態としてはそういう部活なり、あるいはク

ラブ運営というのがなされているかと思うんですが、これは１つの制度として、部活の発

展ということで、地域のスポーツクラブと一緒にした形がとれないかということです。こ

のスポーツクラブについての３つの点についての質問をしたいと思います。

もう１点は、これとはまた話が違いますけど、退職手当とか、あるいは教員採用の関係

になるんですけれども、今、ささやかれている退職者、私の知る限りでは、とりわけ女性

教職員の退職の状況を見ますと、ほとんどの方が１年なり２年なり残して、余力を残すと

いうことならいいんですけれども、燃え尽きる形で２年、１年、前倒しで退職をしている

という実態が非常に多いわけです。と同時に、採用試験の倍率そのものも、ここ数年見た

ときに、だんだん下がってきているんじゃないかと。これは、教職員のみにかかわらず、

警察職員等もそういう傾向があるわけですが、こういった早期退職、それから採用試験の

倍率の低下、こういったところをどう捉え、退職をどう考えていけばいいのか、こういっ

た点についてもお伺いをしたいと、このように思います。

以上です。

蓑田体育保健課長 それでは、お答えをしたいと思います。

３点あったと思いますが、まず、総合型地域スポーツクラブの達成状況と課題というこ

とでございます。

本県の総合型地域スポーツクラブは、国のスポーツ基本計画に掲げる目標、当初は委員

ご案内のとおり、中学校区に１つはという目標でございますけど、現在では、全市町村に

おいて最低１つは総合型スポーツクラブを育成するというように変わってきておりますが、

そのことにつきましては、全国で３番目に全市町村にできている。大分県では、１８市町

村全てにおいて総合型スポーツクラブが誕生しておりまして、合計で４３クラブあるとい

うことでございます。

課題としては、クラブの活動が十分行き届いていない地域での新規クラブの創設。また、

創設済みのクラブの共通課題といたしましては、やっぱり安定した財源の確保、会員の確

保、そして指導者の確保が挙げられるんじゃないかと、そのように思っているところであ

ります。

次に、学校、企業のスポーツからの脱却ということでございますが、我が国におけるス

ポーツ振興は、学校体育を初め、運動、部活動や企業における競技指向のスポーツが主流

でございましたけど、健康づくりや仲間づくりなど、スポーツを行う目的は多様化してき

ております。少子高齢化や社会情勢の変化等によりまして、学校、企業スポーツの衰退が

見受けられることから、地域のスポーツ環境を充実させるためには、今後は行政、そして

学校、地域スポーツクラブ、大学、企業等が地域におけるさまざまなスポーツ実施主体が、
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連携、協働して取り組んでいくことが必要ではないかと、そのように思っております。

３点目にありました十文字高校のスポーツクラブということでございますけど、十文字

学園は、中学校、高等学校、大学の女子サッカー部に加え、小学生スクール、クラブチー

ムを設立することにより、部活動とクラブチームが統合した学園型スポーツクラブの実現

を目指していると、そのように思っております。ノウハウを持った指導者やサッカーグラ

ウンドなどの整った設備は、地域の貴重なスポーツ資源でございまして、これらを積極的

に活用することは大変有意義なことではないかと、そのように思っています。

以上でございます。

藤本教育人事課長 教職員の早期退職と採用試験倍率の低下についてお答えいたします。

まず、早期退職の増加についてですけれども、過去３年間の状況を申し上げます。

早期退職の教員の数を申し上げます。平成２３年度が８７名、平成２４年度が１２４名、

平成２５年度が１４８名でございます。早期退職の数は増加しておりますが、これと採用

試験倍率の低下というものは関係は特にはないものというふうに捉えております。

早期退職の退職要因としては、家族の介護や教員自身のライフプラン、退職制度の見直

しなどが考えられますが、どれだといった形での特定は困難というふうに考えております。

家庭事情等でやむを得ず早期退職をした優秀な教員は、若手教員の育成のためにも、長

年の勤務で培った豊かな知識や経験が生かされるよう、積極的に活用していきたいという

ふうにも考えております。ちなみに、早期退職も全国的にもふえていることでありまして、

大分県の状況もほぼ全国平均というようなことで、特に多いということではないというふ

うに考えております。

続きまして、採用試験の倍率の低下ですが、ここ数年、教員採用試験全体の志願者は微

減傾向でございます。数年前は１，９００人弱というところでしたが、今年度は１，６０

０人を若干下回るというような状況でございます。全国的に教員の大量退職期を迎える中、

九州各県でも採用予定者をふやしております。本県では、平成２３年度実施から今年度実

施の４年間で大幅に採用をふやしているという状況が続いておりますので、既卒者、特に、

臨時講師で勤務されていた方が採用をされていっている中、倍率は低下の傾向にあるのは

事実でございます。この対策としましては、教員採用試験受験者を確保するということか

ら、新卒受験者の確保が有効であるというふうに捉えて、冒頭申し上げましたように、県

内外での採用試験説明会を、平成２３年度から年２回実施し、新卒者のみならず、本県出

身の他県教員に対しても、受験に関する広報活動を継続しております。また、特に今年度

は、教育庁チャンネルでも受験者募集の番組を作成して、新たな広報も取り入れてまいり

ました。その成果として、新卒者の受験者数は徐々に増加しております。特に、本年度は

他県出身の受験者も見られるようになってきておりますので、今後もこのような取り組み

を充実させ、受験者の確保につなげたいというふうに考えております。

以上でございます。

小野委員 最初の、地域スポーツ振興の件ですけれども、この事業に取り組んだ当初から、

私どもは３つの課題、指導者をどう確保するのか、それから、財源をどう確保するのか、

最初の何年間かは県の補助なんていうのはありましたけれども、それがひとり立ちできる

のかどうか。それから、施設をどうしていくのか。この３つの要件については、議論を随

分してきたと思いますけれども、まだ今でも、やっぱりこの３つの要件が、この事業の拡
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大につながるのかどうかということになると思いますから、ここら辺はまた、県と、それ

から市町村とも十分連絡とりながら、この３つの要件を満たすような努力をぜひしていた

だきたいと思います。

それから、退職、採用の件につきましても、先ほどもちょっと言いましたけれども、教

職員の皆さんが、もう続かないという、いわゆる燃え尽き症候群的な形で引退していくん

じゃなくして、まだ余力を残して退職ということならいいわけですが、そういった状況を

県教委としてもしっかりと考えながら、対応をしていただきたいなということをお願いを

して、質問を終わります。

平岩委員 通告に従って、２点質問いたします。

まず、２２７ページの基礎基本の定着状況調査についてです。

もう実施から１０年を超えていまして、来年までの実施だというふうに書かれてありま

すが、その背景、課題として、低学力層の子供たちの学力向上が最大の課題であるという

ふうに書かれています。その低学力層の子供たちの背景は一体何なんだって、そこら辺を

どういうふうに県の教育委員会として分析をされているのかということを教えていただき

たいと思います。

それからもう１点は、２２８ページの小１プロブレム対策推進事業です。

終わってしまう事業に、今さらこんなことを聞いてもいいのかなと思ったんですけれど

も、モデル地区をつくって、交流や連絡会や研修会を持って子供たちの状況を把握してき

たと思うんです。具体的に、今、保育所、それから幼稚園から小学校１年生に上がる子供

たちというのは、多種多様な親の生活の仕方、環境、働き方によって、あらゆるところか

ら上がってくるので、本当に１年生になったときにたくさんの課題があると思うんですけ

ど、そういう課題を、具体的にどういうふうに把握してこられたのか、どういうふうに収

拾してきたのかというところを、今ごろこんなことを聞いておかしいんですけれども、も

う一度振り返ってみたいと思いますので、お伝えください。

後藤義務教育課長 それでは、まず、本県の課題として、低学力層の子供たちの割合が高

いこの背景、要因。それから、それに対して講じてまいりました対策について、お答えし

ます。

まず、背景や要因についてでございますが、日常の授業スタイルの問題と、知識を定着

する補充学習の問題、この２点できょうは申し上げたいと思います。

第１の授業スタイルにつきましては、平成２０年度から２１年度にかけて、当時、県内

の小中学校では、１時間につけるべき力が不明確なまま展開されて、子供たちが、この時

間に何を考え、何を学んだのか、わかりにくい授業が見られておりました。子供たちのノ

ートを見ても、この時間で何を学び、何を考えたのか記録されていないものが多く、授業

スタイルがユニバーサルデザイン化されていない実態でございました。

また、第２の知識を定着する補充学習につきましては、それは、家庭や学校の取り組み

がともに不十分だった。つまずきが解消されないまま授業が進んでいく状態でございまし

た。例えば、ある児童の漢字ノートを見たとき、間違った漢字を正されないまま１カ月以

上放置されているようなケースもございました。

そこで、その対策として、第１点目の授業スタイルにつきましては、平成２２年１０月

から、低学力層の児童生徒に優しい３つの授業改善と称し、目当てとまとめ、振り返りが
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位置づいている１時間完結型授業、板書の構造化と板書とノートの一体化、習熟の程度に

応じたきめ細かな指導の強化の３点を提示し、授業のユニバーサルデザイン化を求めてま

いりました。

また、２２年度から、全市町村に配置いたしました学力向上支援教員には、授業を公開

させ、３つの授業改善モデルの普及に努めてまいりました。

続きまして、２点目の知識を定着する補充学習につきましては、平成２２年度から３年

間、小学校において、夏季休業中に５日間、算数を中心に補充学習を行う学力向上ステッ

プアップ講座を展開してまいりました。これにつきましては、県の事業が終了した後も、

全ての市町村で引き続き実施されておりまして、さらに、中学校にも拡大された市町村や

学校もございまして、習熟の程度に応じた補充学習が進められております。

また、補充学習を支援するため、補充学習問題を配信する算数問題データベース、国語

問題データベースを、県教育委員会のホームページに設けました。このデータベースを活

用することによって、一人一人のつまずきに応じた個別の問題が作成可能で、広く活用さ

れております。さらに、平成２５年度から小中学校に習熟度別少人数指導教員を配置いた

しまして、習熟の程度に応じた指導の一層の充実に努めているところでございます。

もう１点、小１プロブレム対策推進事業についてでございます。

２５年度で終了いたしましたけれども、まず、小１プロブレムの具体的内容とそのカウ

ントの方法についてお答えいたします。

本県では、小１プロブレムを、１集団行動ができない、２授業中に静かにすることがで

きない、３話を聞かないなどの不適応状況が継続する状態と定義しております。そのカウ

ント方法につきましては、先ほど申し上げた不適応状況が発生した有無を、県独自の教育

課程実施状況調査に合わせて調査し、発生した学校数でまとめております。

以上でございます。

尾島副委員長 執行部の皆さんに申し上げます。説明を詳しくやっていただけるのはわか

るんですが、時間がございませんので、簡潔にお願いしたいと思います。

平岩委員 丁寧な説明をありがとうございました。私がとてもアバウトな質問の仕方をし

ているので、コミュニケーションがうまくいっていないなとつくづく反省をしているんで

すけれども、私が一番聞きたかったのは、低学力層の子供たちが、そういうふうな状況に

置かれている、その背景は何なのかというところですね。

学校の中で、低学力層の実態ではなくて、その子たちが抱えている要因は何なのかとい

うところを解決していかない限りは、やっぱり難しいのではないかなという思いがしてい

ましたので、そこをお聞きしたかったんですけれども、また次回にしたいと思いますが、

ただ、そういうところで習熟度別や学力向上対策やステップアップ授業やいろんなことを

おやりになって、そのこと自体は決して否定するものではないんですけれども、今、学校

の中で、学力向上会議というよりも、学力テスト対策というところが非常に大きくなって

いるのではないかなというふうに危惧をしています。

教育委員会が願っている子供たちの、本当に知識を最低限、基礎基本だけはきちっとつ

けてあげたいんだよという思いと、現場が受け取っているそこの思いが、多少、思いとい

うか、そういうふうに追い込まれている状況に物すごく乖離があるなというふうに、私、

見えるんですけれども、現場のそういうふうに学力テスト対策に追われているような状況
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について、私はそれがあると思っているんですが、義務教育課長はどういうふうにお考え

なのかというところをお聞かせいただきたいと思います。

後藤義務教育課長 学力調査の対策等につきまして、学校が追われているのではないかと

いうようなご指摘でございます。

ことしの４月にございました本県の調査でも、由布市内で不正行為が行われるような事

態も起きまして、私、今月の７日に、リレー式授業改善協議会というのがございまして、

県下の小学校の校長、中学校の校長、教務主任等が集まった会で、この際、この調査の目

的というのをしっかり皆さんと確認したいというふうに考えております。

調査は、子供たちのつまずきに応じて、どのように学校が改善をしていくのか、授業を

豊かにするものなのか、そのための資料でございますから、この点数をもって終了するの

ではなくて、調査結果をよりよく生かしていくということが重要だということを県全体で

確認していきたいというふうに思います。

以上です。

平岩委員 要望にとどめたいと思いますが、私も学校に勤めている友人がまだ多いもので

すから、よく聞くんですけれども、子供が、「先生、これテストに出る？」というふうに

最近聞くんだそうです。そういう聞き方というのは、私は自分が高校生のときに苦手な教

科があって、どうしてもクリアしなきゃいけなかったから、先生にこれテストに出るんで

すかと聞いた経験があるんですけれども、子供が今そういうことを聞くという状況が厳し

いなというふうに受けとめました。

今、課長が言われた、その本当の願いが、きちっと現場に伝わっていくといいなという

ふうに思っていますし、今、小学校４年で市町村のテストがあり、５年で県のテストがあ

り、６年で国のテストがある。同じように中学校もあるわけですね。何か、朝行くと、も

うわあって帯の時間帯でドリルが入っていて、本当に学力テスト対策というのを、いやが

上にも見せつけられるような気がしてなりません。そして、それに拍車をかけているのが、

学力テストの結果公表になっていくのではないかと思っていますので、そこら辺をとても

危機感を持っておりますので、また議論をしていきたいと思います。

以上です。

竹内委員 ３点についてお尋ねします。

前にバス会社で働いている方から再三言われていたんですが、バス会社で働く運転手の

労働強化が非常に問題になって事故につながっています。その件に関しまして、教育委員

会でもたくさんのバスを利用し、それはすぐ生徒の、あるいは教職員の生命にかかわるよ

うな事故につながりかねません。今、それが各市町村含めまして、現場で適正に配慮され

ているか。それが、この決算書を見ると、どこに反映されているのかということを第１点

お聞きします。

２つ目は、３０７ページ、成果のほうの２４２ページに教育財産管理や校舎の新設管理

について表記がございますが、耐震工事や新規校舎設備の定期点検実施後の、工事を実施

した後の定期点検はどのように行われていて、その結果、例えば、雨漏りとか壁のひび割

れとかがあるのかどうか、確認できたどうか伺いたいと思います。

私が以前勤めていました雄城台高校、もう３０年ぐらい前になりますが、やはり雨が降

ると、全廊下が湿気を帯びまして滑るというような状況などもありました。そういうこと
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は、今はもう全く、あらゆるところでないのかどうか、どのように図っているかというこ

とをお聞きしたいと思います。

次に、教育力の向上についてお尋ねします。

私は最近、下村文部科学大臣から直接講演をいただきまして、その後、直接質問をでき

るという機会をいただきました。文部科学大臣は、これからは心の教育と、それから地域

と一緒に土曜学級などをつくっていきたいという話をされておりました。そして、大分県

はいろいろ教育問題で非難を浴びたりしているけれども、豊後高田市では、その土曜学校

が非常にうまくいっている。それを全国の人にお知らせしたいというような話もいただき

ました。

その中で、私も大臣が心の教育ということを成果にしていきたいと思っておられるのに

非常にうれしかったわけですが、そのとき出たのが、道徳の教科書が県内でどれぐらい使

われて、どれだけ配布をされて、学校に置かれて、そのままになっているのではないか。

家庭との道徳教育の連携を学校ではどのように進めているかなどを確かめてほしいという

意見をいただきました。そのことについてお伺いしたいのが心の教育力で、家庭と学校の

連携です。

それから、２つ目は、先ほどから出ていますが、学校にとっては、やはり三者一体です

ね。教育者と、それから生徒と保護者が一体となって、あらゆる成果が上がると思います。

そして、今、発生した問題について対策を考えるという形でのみ研修がその都度打たれて

いきます。そうすると、１人の教師の人生というものを考えて、どのようにライフプラン

を立てるかという縦の系列を配慮しないために、ミスマッチが起こり、早く退職する人も

出ます。

ところが、一方では、今、人生二毛作、これは鶴崎工業高校の民間校長先生がおっしゃ

ったんですが、自分がなぜ転職をした、それは積極的転職なんですね。やっぱり人生が８

０年になると、もう一回５０歳ぐらいで転職をして、今まで本当にやりたかったこと、あ

るいは過去の経験を次の職場に生かすということをする。それは民間校長の採用もとても

合っているのではないかと思ったそうです。

そのときに、私も自分が教員をしましたので、ライフプランを考えたら、女性の教員と

いうのは、５０歳以上になると窓際族になるんだというふうにその当時思いました。落合

先生のようにはなれないなと思ったわけですね。そして転職をいたしました。

そうすると、その教員がどのようなライフプランを立てるか、それは教育管理者が研修

として実施をしていく必要があるのではないかと思います。そうすると、早期に退職をし

なくてもいいし、学力向上について誤った理解をする教師も減るのではないかと思うんで

す。

今、教師サイドから、制度が悪いのではないかという意見がいっぱい出ましたが、制度

ではなくて、正しく理解されていないために起こっているわけで、それを口頭で幾ら説明

しても、状況は今までのように続くわけです。第３の対策をぜひ示してほしい。

成果を踏まえながら、決算ですが、決算額ではなく、これからの方向を考えて決算につ

いて質問させていただきました。

以上です。

髙畑高校教育課長 まず最初の学校行事等におけるバス会社の設定といいますか、仕様と



- 20 -

いうことでございます。

このことに関しましては、平成２６年４月に九州運輸局から通知がございまして、それ

を受けまして、学校行事などでバスを利用する際、運行における安全確保のため、見積額

が適正な運賃に基づいて計上されているかを確認して、妥当な価格であるかどうかを見き

わめた上で業者を決定しているというような状況でございます。申し上げたように、こと

しからそういうような形になっておるところでございます。

以上です。

岡田教育財務課長 それでは２点目、県立学校施設の点検状況でございます。

校舎等の定期的な点検につきましては、建築基準法第１２条第２項に定められてござい

まして、建築物の定期点検ということで、当課の建築技術担当職員が３年に１回、３年ご

とにコンクリートの劣化ですとか、損傷状況、また防火設備の動作状況等について、点検

をしてございます。

また、学校管理者におきましても、常日ごろから、目視によりまして、施設整備の状況

等につきまして努めているところでございます。

こうした点検の結果につきましては、ふぐあいが判明した際に、私どものほうに連絡を

いただきまして、雑・修繕工事等で対応しているところでございます。

また、工事完成後の点検につきましては、１年目及び２年目につきましては、可視検査

というものを実施しておりまして、学校の職員による点検の結果、ふぐあい等がありまし

たら、私どもを含めまして、内容を調査の上、施工業者に対応を依頼する等の対応をして

いる状況でございます。

以上でございます。

曽根崎社会教育課長 地域「協育力」向上支援事業についてお答えをします。

平成２５年度までは、学校と地域が連携して、子供の教育の充実を図ってまいりました

が、家庭への支援は十分でありませんでした。

核家族化などにより、子育てについて、悩みを抱えたり、孤立しがちな親がいる現状も

踏まえまして、地域全体で親を支えることが必要であると考え、平成２６年度から家庭教

育支援を充実していくこととなりました。いわゆる困り事を抱えている親支援をすること

によって、課題を抱えている子供たちの豊かな心を育成すると、そういう考え方でござい

ます。

具体的な取り組みといたしましては、家庭教育支援を行っていく上で、必要な知識や技

能と先進地事例などを学ぶ家庭教育支援員等研修会を年間６回実施し、地域における取り

組みの中心となる人材の育成を図っています。

また、子供の就学後からの発達段階に応じた家庭の教育力向上に役立つプログラムを検

討して、資料集としてまとめ、家庭や地域に配布し、その活用を図ってまいりたいと考え

ております。

さらに、「協育」ネットワークを活用した家庭教育支援の地域組織を市町村において構

築をいたします。

地域活動の具体例といたしましては、公民館などで実施する子育て講座、子育てサロン、

それから、ＰＴＡ研修と連携した子育て座談会、それから親子体験活動、情報誌の作成な

どでございます。



- 21 -

こういった取り組みによって、地域で親を支援する地域人材の育成が図られ、継続的な

家庭教育支援を実施していくことが可能になって、心豊かな子供たちの育みにもつながる

ものと考えております。

以上でございます。

後藤義務教育課長 今年度配布されました新心のノート、私たちの道徳について申し上げ

ます。

私たちの道徳は、県下全ての小中学生に今年度配られまして、このノートの活用につき

ましては、学校での道徳の時間の活用だけではなく、家庭や地域に持ち帰って、保護者や

地域の方とともに心の教育について語らうための教材本でございます。

この教材本の中には、本県出身者でございますれば、広瀬淡窓先生や福沢諭吉先生も取

り上げられておりまして、私どももぜひ活用をお願いしているところでございますが、具

体的には、７月に県のＰＴＡ連合会の役員の皆様方の研修会の折にこの本の活用の方法に

つきましてご説明して、広く活用するようなことを促しておりますし、学校関係者につき

ましては、校長、教頭等、都度研修の場で活用を促しております。

また、３学期になりますけれども、学校に１名おります道徳教師の研修会において、こ

の編集に直接かかわっておられた大学の先生等をお招きして、この活用について広めてい

く、そういうふうな計画でございます。

以上です。

藤本教育人事課長 研修についてお答えいたします。

現在、教育センター等の研修におきましては、ここ数年間、学校をいかに組織的にマネ

ジメントしていくか、対応していくかということを中心に、マネジメントを初任の段階か

ら管理職の段階までという形で、全ての研修にマネジメント要素を入れるということで取

り組んでまいりました。

その辺のところを踏まえまして、これから１０年間で大量退職に伴う若手教職員がふえ

ます。そういった若手教職員を初任の段階から１０年間できっちりと鍛え上げるというこ

とも必要になりますので、それぞれのステージにおいて、どのような研修をすべきかとい

うのを踏まえながら、学校が組織として機能する学校力をつけるために、また、個々人の

資質能力を向上するためにということで、教育センターが改修されますときに合わせて、

その辺のところの研修を考えていきたいというふうに考えております。

尾島副委員長 竹内委員に申し上げます。時間が過ぎておりますので、特にという部分に

ついて質疑を取りまとめてください。

竹内委員 １、２は文書にわかるように書いていただきたいということです。

それから３番目は、ぜひその３つの問題、今、一般的回答でしたので、具体的に後ほど、

またお話し合いできたらと思います。

以上です。

尾島副委員長 事前通告されていない委員で質疑ありませんか。

戸高委員 ２０秒で終わります。主要な施策の成果の２４２ページの県立学校施設整備事

業なんですが、これは成果の指標が非構造部材耐震化の校数ということになっていますの

で、そのほかの学校再編に伴う新築等も含まれた予算になっているので、非常にわかりに

くいんですが、数字だけ、金額だけちょっと確認をしたいんですが、非構造部材の耐震化
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対策の費用自体は、この中で幾らになっているのかということですね。

事業別説明書を見ましたら、２４２ページ参照ということで、また、本書籍に戻ってし

まいますので、ちょっとその確認だけ、どのくらいの非構造部材が２５年度に使われたの

か。

また、２６年度はどのぐらい、この６４校完結するということになっていますので、使

われるのかということをちょっと分けて説明いただければと思います。

岡田教育財務課長 天井等落下防止対策事業といたしまして、２５年度に実施をした額に

つきましては、１億５，１４１万円程度でございます。この中で、先ほどもご説明申し上

げましたように、２５年度はつり天井の撤去を中心にさせていただいたところでございま

す。

２６年度につきましては、あと残りの部分といたしまして、当初予算上は２億５千万円

程度を今予定をしておりまして、８月末現在で、大体６割強ぐらいを発注を済ませており

ますので、今年度中の完了を目指して取り組んでいるところでございます。

以上でございます。

戸高委員 この事業の中身で、その成果の指標が先ほど言ったように、もう耐震化のこと

だけに限られていますので、逆に言ったら分けたほうがいいんじゃないかなというふうに、

施設整備全体自体のほうがこの非構造部材の耐震化の指標にした部分というのが、要する

に１割程度になっていますので、非常にこういった予算の文章がわかりにくいなというふ

うに思いますので、ちょっと金額だけ確認をさせていただきました。

以上です。

尾島副委員長 ほかに質疑はございませんか。

志村委員 私どもの高校時代は、とにかく受験ということででありまして、今はそうやっ

て見ますと、やっぱり多岐にわたるいろいろなカリキュラムがありまして、いろいろな情

報が今得られるような環境下にあるんじゃないかなと思っております。我々の時代と相当

違うなと思っておりますけれども、これはいいことだと思っております。とりわけ、ＡＰ

Ｕがある関係で、国際交流というのが大変大分県にとっても盛んにしなければいけない、

そういう環境下にあるなというふうに思っております。

その中で、２５年度の決算の中に、国際交流というのが一部小学校のところに、留学生

との交流というのが載っておるわけでありますけれども、高校教育の中における国際交流

について、もう少し披瀝をしていただければありがたいと思っておりますし、とりわけ、

私は修学旅行で国際的な感覚をということで進めている一人でありますけれども、その辺

の２５年度の実績はどうなっているのかということをまずお聞きをしたいというふうに思

っております。

髙畑高校教育課長 高校における国際交流ということでございます。２５年度におきまし

ては、まず、今委員からお話がありましたＡＰＵとの交流等につきましては、別府羽室台

高校が主に、外国語科という学科を持っておりましたので、教育課程の中で、そういった

交流をしております。

また、お話のように、修学旅行で県内で５校行っておりまして、その中で現地でホーム

ステイしたりとか、交流したりとかいうことでございます。そういったようなところが１

点。
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あと、またスーパーサイエンスハイスクール、ＳＳＨ事業というのがございます。今、

大分舞鶴高校と日田高校が国の指定を受けておりますけれども、そういった中で、やはり

台湾とかのほうに行きまして、そちらで現地の高校生、大学生と交流したりとか、そうい

った現状がございます。主な実績はそういうことでございます。

以上でございます。

志村委員 ありがとうございます。

国際交流については、もう少し積極的に取り組むことが必要だなと思っております。

ＡＰＵがある関係で、羽室台というのは大いに結構なことだと思いますけれども、これ

は全県下の公立高校に広く呼びかけるといいますか、高校に限定せずに、国際交流、国際

感覚を身につけたいという学生は結構いらっしゃると思うんですね。ですから、１校だけ

に絞って、そことＡＰＵが交流するということにだけじゃなくって、少し門戸を広げてや

るほうが効果的だというふうに思っておりますので、ぜひその点は次の年度等に生かして

いただきたいなと思っております。

それから、いわゆるＳＳＨ、今舞鶴高校を言っておりますが、英語力が非常に評価をさ

れております。今年度はたしか舞鶴だけじゃなくって、数校の高校の生徒も一緒に行く、

去年でしたかね、２５年度でしたね、行くということで大変いいことだと思っております。

先ほどいいましたように、１つの事業を各関係というか、広く情報を公開しながら、み

んなと一緒に環境をふやしていくということは大変いいことだと思っておりますので、今

後もぜひ特別プロジェクト事業であっても、やっぱり広く周知徹底するということも大事

じゃないかなと思っておりますので、ぜひそういう感覚でいっていただきたいなと思って

おります。

今年度のことで大変恐縮なんでございますけれども、これはもう高校教育に関係あるわ

けですけれども、来週からいよいよ福岡の太宰府の九州国立博物館で故宮博物院展という

のがあります。初めてですよね、日本に来るのが。九州に来るということでありますけれ

ども、こういうことをやっぱり拝観するといいますか、見に行くといいますか、こういう

こともやっぱり高校教育の大きな取り組みの１つじゃないかなというふうに思っておりま

す。だから、こういうことが福岡ですと非常に行きやすいもんですから、各学校にそうい

う事業を起こして見に行くとか、引率するとか、そういうことも今後ぜひ取り入れていた

だきたいなと思っております。

２５年度の決算を見ながら、もう少し国際交流に力を入れてほしいなという思いがあり

ますので、お話し申し上げました。要望で結構でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。

井上委員 決算附属調書の２０ページ。不用額が小学校費、それから中学校費等々含めま

すと１億４千万円ぐらい超えておりますけれども、その主な理由としましては何なのかと

いうことを、学校教員の減ということなのか、それを教えていただきたいと思います。

それから、いじめとか不登校関係の未然防止につきまして、評価が出ておりません。そ

れにかかわらず、２５年度予算額が６９８万２千円に対して、２６年度１億３千万円とい

う相当な予算がつけられておるその主な理由と、それから、２５年度実施いたしました学

校の……

尾島副委員長 説明の途中ですが資料の何ページでしょうか。
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井上委員 ２３９ページです。

尾島副委員長 どの資料ですかね。

井上委員 いじめ・不登校等未然防止対策事業。主要な施策の成果ということで、大変失

礼をいたしました。

尾島副委員長 主要な施策の成果ですね。

井上委員 そういったことで、２５年度の活用内容からして、この教員の皆さん方の対象

というようなことで、いわゆる小中高の総校が大体５００校ぐらいあるのかな。そういっ

た中においての人選、どういう方たちが行って、そういった研修に参加されているのかな。

それから、教員の研修もいろいろあるわけですけれども、スキル取得のための研修とか、

１２０名参加とここに書いてありますけれども、それから、教員を対象とした自殺等の予

防の研修等が１００名と。こういった学校の５００校ある中において、どういうふうな選

定をされておられるのか。

それと、この未然防止につきましても、６００万円に対して１億３千万円という相当な

予算がつけられておるその理由について。しかし、そうはいいながらも、その２５年の評

価は出ていないというようなことでございますので、その説明方をお願いをいたしたいと

思います。

それから、次の２４０ページのいじめ・不登校解決支援事業の中で、これは予算も１億

円を超える予算を２５年度、２６年度もつけているようでございますけれども、解決支援

事業の成果にも書いておりません。成果があったのかないのか。今後、そういった予算の

計上の中でどのように対応されるのか、その辺のところのご説明をお願いします。

以上です。

藤本教育人事課長 決算附属調書２０ページの不用額の原因ということについてお答えい

たします。

不用額の内訳ですけれども、ここに書いておりますように、教職員の給与費及び旅費に

ついてでございます。不用の主な原因は、休職者が年度途中で復職しても予算が不足する

ことのないよう、休職者の一定人数分を所要額として計上しておりましたために、それが

なかったということで不用となったものでございます。

江藤生徒指導推進室長 ２３９ページのいじめ・不登校等未然防止対策事業につきまして

は、上から３つ目のところの事業の実施状況の活動内容のところにございますが、いわゆ

る教員の研修にかかった費用、それから、パンフレット等を作成し、配布した費用という

ことでございます。

そして、もう１つ、２４０ページのいじめ・不登校解決支援事業のほうには、非常に大

きな額が出ておりますが、これは主にスクールカウンセラーの雇用関係の費用であるとい

うことでございます。

そして、指標と実測値が出ていないということでございますが、これは先ほどお答えし

ましたように、まだ平成２５年度の結果について、文部科学省のほうが出しておりません

ので、入れられないという状況でございます。

以上です。（「研修の人選」と言う者あり）

大変申しわけございませんでした。２３９ページのほうのその研修の人選のことでござ

いますが、研修に参加している者は学校の生徒指導主任であるとか、教育相談の関係の職
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員、そういうところで参加をさせておるところでございます。

以上です。

井上委員 大体わかりましたけれども、最初申し上げました不用額の件については、私は

多いなというふうに感じておりますので、その辺のところの今後のいわゆる２６年におけ

る対応については、私は十分慎重にすべきではなかろうかというふうに感じましたので申

し上げました。

それと、いわゆる成果等の関係につきましては、これだけの予算を使ってやると。しか

も、未然防止等につきましては、６９０万円のが１億３千万円という、恐らく両方ともカ

ウンセラーの費用なんでしょう。ですから、カウンセラーの配置というのは、僕は余り好

ましくないというか、余りないというふうに思っております。当然、現場におる先生方と、

やっぱり生徒さんのコミュニケーションというのを私は主体にしてほしいという願いがあ

るもんですから、そういったことを十分にどんどん、先ほど言いましたいろんな交流とか、

いろんな面での交流、先生と生徒の交流、そういったものを私はしながら、やっぱり盛ん

にしながらすることのほうが効果があるんじゃないかというふうに思うわけでございます

けれども、これは答弁は要りませんけれども、また詳細等についての予算については、ま

た私はお伺いしますので、お聞かせ願いたいというふうに思っております。

以上です。

尾島副委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島副委員長 事前通告が１名の委員外議員から出されていますので、事前通告のあった

委員外議員の質疑を行います。

堤委員外議員 まず福利課。決算事業別説明書の３１３ページ、教職員住宅管理費。全体

的に統廃合によって、かなり教職員住宅が減っていると思うんですけれども、空き家の状

況とその活用。決算額は予算額の半分以下となっているんですけれども、その原因は何で

しょうか。

人権・同和教育課。決算事業別説明書の３２５ページ、人権教育振興費。この決算の中

で、同和関係の事業に要したものはどういうもので、決算額、事業名はどうか。

あと、決算附属調書の３７ページ。滞納繰越額の明細の中で、人権・同和教育課の地域

改善対策奨学金の滞納ですね、これは２４年度末で９，６００万円。月々の、毎年の返済

額を見ると３万５千円とか５万４千円とかいう状況ですね。２１年度以前の滞納額が６，

３００万円、それに対する支払い額１２５万円しかないわけですね。ここら辺でも状況が

どうなっているのか。経済的な理由だけで３万円しか払えなかったということではないと

思うんですけれども、そこら辺の具体的な理由があれば教えてください。

以上。

大石福利課長 教職員住宅の状況です。平成２６年７月現在の教職員住宅の入居状況は、

３２棟３５９戸のうち２１５戸入居しており、入居率は５９．９％となっております。

また、平成２５年度当初、２０棟の廃止した教職員住宅があり、そのうち２５年度に３

棟を売却、２棟を所管がえ、２６年度に１棟を売却いたしました。

活用方法につきましては、教職員住宅の空き室対策としては、知事部局、警察、それか

ら、市町村立小中学校の教職員の入居も含め、利用を促進しています。
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廃止住宅につきましては、大分県県有財産利活用推進計画に基づき、売却のほか、他部

局との連携や市町村での活用を含め、処分に努めております。

また、教職員住宅管理費の不用額につきましては、２５年度末に予定をしておりました

教職員住宅改修工事において入札をした結果、入札者がなく、入札不調となりました。そ

の関係で不用額となっております。

以上です。

甲斐人権・同和教育課長 人権教育振興費について、同和問題に関連した事業は、上から

３番目のスクール・セクハラ防止に要した経費、下から２番目の外国人児童受入支援に要

した経費、一番下の課の運営に要した旅費・需用費・役務費等の経費以外の７事業が対象

となっております。決算額については、表記のとおりです。

これらの事業は、大分県人権教育推進計画に基づき、人権８課題全てを対象としており、

同和問題に特化したものではございません。

地域改善対策金の返還金については、市町村の教育委員会と連携をして、窓口を設けて

対応している。それから、督促状や催告状を適宜出してやっておりますが、経済的なもの

等で返還が滞っていることが多いからだと考えております。

以上です。

堤委員外議員 人権の関係で、同和、窓口を設けて督促していると、経済的理由が多いと

言っているんだけれども、約９千何百万の人数は何人。

その経済的理由から滞納している方は何人おって、そういうふうな具体的な数字という

のはつかんでいるんですか。

甲斐人権・同和教育課長 現在、つかんでおりますが、手元の資料にございませんので、

別途お知らせしたいと考えております。

堤委員外議員 資料をよろしいでしょうか。

尾島副委員長 それでは、先ほどの資料の配付をお願いいたします。

ほかに委員外議員で質疑ございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島副委員長 これをもって教育委員会関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方はお残りください。

〔教育委員会、委員外議員退室〕

尾島副委員長 これより、決算審査報告について内部協議に入ります。

先ほどの教育委員会の審査における質疑等を踏まえ、指摘事項や、来年度予算へ反映さ

せるべき意見･要望事項等の取りまとめについて、協議いたします。

ご意見、ご要望がありましたら、お願いします。

竹内委員 今、井上委員からも出たんですが、スクールカウンセラーに大変莫大な費用を

使っています。それはある意味では、学校教育の心の教育がうまくいかなかった治療とい

いますか、後始末を外部の者にしていただいているということだと私どもは捉えています。

それで、やはり、学校の教師と生徒、保護者の間で心の問題について、どのように進め
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ていったらいいかを教材、それから理念、そして方法、人員、予算等について話し合う協

議会ないしは研修会を、できれば議員も含めてやっていただいて、予防──予防というの

も単にいじめや不登校を出さないだけでなく、それに学んで、もっと強く、優しく、そし

て意欲、モチベーションが上がるような生徒が育つ、そういう教育を、お互いにけなし合

うのではなくて、前向きにまとめていく、そういう協議会をぜひ私は設けていただきたい

と思っています。

個人の意見ですが、井上委員の発言に少し応援をしていただきながら、私はそのような

意見を持っていますので、ご協議ください。

尾島副委員長 ほかにございませんか。

井上委員 済みません、関連で本当に竹内委員につきましてはありがとうございます。

それで、私が答弁をいろいろ聞いていますと、現場の声というか、現場のことの、いわ

ゆる１つの学校の１カ月の行程の中で、いかに学校問題とかいじめとかというのが話され

ておるかというのが、現場というのがようわからんのではないですか。ただ、報告だけ受

けるんで。

私は、いつかやろうと思って、現場に行って、１週間の日程表を見せてくださいと言っ

ても、余りにもほかに忙しい仕事があるんで、果たしてそういうカウンセラーとか、いろ

んな面での話す機会というのは、どこでどういう時間にやるのかというところまで探さな

いと解決しないと思いますよ、これは。

ただ、教育委員会、大分県で学校の意見を聞いて、そのまま聞いてこれをこういうふう

なお答えをすると思うんです。それじゃいけないと思う。現場の１つの中学校なり高校な

り、そういった現場の実情はどうなのかということをやっぱりもう１回調べて、どこにど

ういう時間があいているのかということで、そういったいろいろな問題については、どこ

でどういう時間に話すのかということを私は把握する必要があると思うね。ですから、そ

ういった機会を何か設けるような手だてをしてほしいと思うんだけれども、どうですか。

尾島副委員長 今、現場というのは、学校現場あるいは市町村教委も含めたということで

しょうか、井上委員。

井上委員 学校現場でいいと思いますね。

尾島副委員長 学校現場。

井上委員 はい。

尾島副委員長 ほかにございませんか。

田中委員 済みません。県立学校の学校施設整備については、各学校の要望が非常に多い

わけですけれども、これについては、耐震化の当時の２３年からは４０億円ですけれども、

だんだん予算も下がって、２６年度は３１億円になりましたけれども、やはり学校の要望

事項も何か順番が来るまで差し控えるような、遠慮したような状況が多々見られますので、

この学校施設整備事業のいわゆる財源確保については、強力に推し進めてほしいというこ

との要望をしておきたいと思います。

以上です。

尾島副委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島副委員長 それでは、今３点ほど委員の皆さんから要望が出ました。
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１つは、竹内委員からスクールカウンセラーに莫大な費用をかけているということもあ

るので、今後、研修会、協議会、こういったものを予防という観点からつくっていただき

たいという意見でした。

それから、井上委員からは現場の、現状の把握というものをしっかりと行う。そういっ

たことが行われていないのではないかというような声がございました。

田中委員からは、学校施設の整備に対して、財源の確保をしなさいということでござい

ましたが、ただいまの意見について、本委員会として、意見集約をしたいと思いますが、

皆さんからご意見ございましたら。今の３名の委員さんの意見に対する。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島副委員長 なければ、ただいまのご意見・ご要望を集約して、審査報告として取り

まとめたいと思います。

他にございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

尾島副委員長 以上で教育委員会関係の審査報告書の検討を終わります。

暫時、休憩いたします。

１１時５８分休憩

１３時０２分再開

三浦（公）委員長 休憩前に引き続き、委員会を開きます。

これより、企画振興部関係の審査に入ります。

執行部の説明は、取り決めの範囲内の時間となるよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、企画振興部長及び関係課室長の説明を求めます。

日髙企画振興部長 私から平成２４年度の決算特別委員会審査報告書に対する措置状況報

告書及び平成２５年度における主要な施策の成果、この２つを説明させていただきます。

それでは、措置状況報告書の９ページをお願いします。

（３）個別事項についてのうち、①買い物弱者支援事業についてです。

「平成２４年度から開始された県民の関心の高い事業であるが、初年度の支援実績は２

地域にとどまっており、今後の事業実施にあたっては市町村との連携を強化し、地域の実

態を十分に把握するとともに、地域調整会議等で支援内容や民間事業者との役割分担の明

確化等を検討し、より効果的な事業となるよう積極的に取り組まれたい」というご指摘を

いただきました。

平成２５年度は、前年度の取り組みを踏まえ、新たに３地域を支援しました。そして、

２６年度は事業化を検討中の市町村長を訪問し、事業の意義や現状の課題等を情報共有し、

地域調整会議開催に向けて検討を加速するよう強く要請･依頼をしたことで、２５年度の

実績を上回る５地区で事業に取り組む見込みとなったところでございます。

また、９月１８日から県の委託により、スーパーのない中津市山国町に「みんなのお

店」をオープンし、テスト運営を行い、来年度本格事業実施に弾みがついたところです。

今後の事業実施にあたっては、プラン推進委員会の各部会や人口減少を見据えた特徴あ

る地域づくり研究会などにおける議論も踏まえまして、移動販売に加えて、人が集まるコ

ミュニティづくりの取り組みともなるように幅広く検討を進めてまいります。

続きまして平成２５年度における主要な施策の成果、これの企画振興部について、ご説
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明いたします。

企画振興部関係は、２４事業ございます。各ページの事業の実施状況、事業の成果等と

いう欄が真ん中辺にありますが、その辺を中心にごらんいただきたいと思います。

まず、９ページは、小規模集落・里のくらし支援事業です。

この事業では、２５年度より補助率と補助額の限度額の拡充と山村・離島への対象地域

の拡大を行いました。そうした中、住民との話し合いを重ね、コミュニティ活動拠点の整

備など地域の実情に沿ったモデルとなる取り組みを創出できました。また、地域の草刈り

など共同作業が困難となった小規模集落からの応援要請に対して、６３地域で延べ９０回

の応援活動を実施したところです。

成果指標ですが、モデル的取り組みの地区数とし、目標の２３件に対し、実績は３２件

で、評価は「達成」となっております。

１０ページをお願いいたします。老朽空き家対策促進事業です。

この事業では、地域の安心安全な生活環境及び良好な景観を維持、保全するため、「空

き家実態調査の手引き」の作成や、市町村が実施する実態調査への助成、さらに市町村を

支援するため空き家対策検討会議を開催し、空き家の適正管理や有効活用を検討いたしま

した。空き家実態調査等を１８市町村で行うということを目標としておりまして、それを

達成したところです。

１１ページをお開きください。おおいた地域ブランド力アップ推進事業です。

２５年度より開始しましたこの事業の目的は、メディア媒体や広告を活用して、本県の

好感度を高め、観光誘客や県産品の販路拡大につなげるというものです。福岡と関西圏で

情報発信を行い、福岡の３局で２８４本、関西の３局で１３７本のテレビＣＭを流し、福

岡・関西の新聞広告には計６回のイベント情報を掲載いたしました。

成果指標のところにＰＲによる広告換算費を掲げておりますが、１１億７，３００万円

の効果があったという算定になっております。

１２ページをお開きください。ツーリズム戦略総合対策事業です。

この事業では、平成２４年８月に策定した大分県ツーリズム戦略に基づき、「おんせん

県おおいた」の全国に向けた情報発信や、交通事業者や旅行会社と連携した誘客、九州観

光推進機構や九州各県と連携した観光素材説明会の開催や、広域的な周遊モデルコースの

提案などによりまして観光客の増加を図ることができました。

県内宿泊者数は、目標の５１３万人に対し、実績は５２２万２千人で、評価は「達成」

となっております。

１３ページをお開きください。国内圏域別誘客促進事業です。

この事業では、ＪＲ大阪駅で実施した観光キャンペーンや、東京都で実施した丸の内朝

大学・大分温泉学の講座、フリーペーパーによる福岡圏域での旬の情報提供など、各圏域

のニーズに合わせた事業を展開することにより、観光客の増加を図ったところです。

成果指標ですが、２０年を１００とした県外からの宿泊者数を標準としておりまして、

目標値を１０４としておりましたが、実績は１１０で「達成」ということです。

１４ページをお開きください。海外誘客促進事業です。

この事業では、国や九州観光推進機構、九州他県と連携して、台湾やタイで旅行会社へ

のセールスや消費者への観光ＰＲを実施するなど、新たな国・地域でのプロモーションに
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本格的に着手した結果、外国人観光客数の増加が見られました。

外国人観光客宿泊数は、目標値の３７万人に対し、実績は３８万２，４４０人で、評価

は「達成」となっております。

次の１５ページでございます。魅力ある景観づくり推進事業です。

この事業では、やまなみハイウェイの眺望を再生を図ろうということで、由布市の山下

池の近くにあります蛇越展望台や九重町の牧ノ戸峠と瀬の本の間の阿蘇眺望を確保するた

めに雑木等を伐採整理したほか、魅力ある景観づくりシンポジウムを通じて、景観保全や

活用の重要性に対する意識向上を図りました。

１６ページをお開きください。地域活力づくり総合補助金です。

この事業では２５年度から、従来の地域活性化総合補助金を名称変更し、あわせて補助

率、限度額を拡充しました。活性化チャレンジ枠では１９件、地域活動支援枠では１０４

件を採択し、新たな雇用の創出や地元からの原材料の調達などの経済波及効果をもたらし

ました。

成果指標ですが、旧町村部での新たな雇用創出累計人数としておりまして、目標の２９

０人に対し、実績は２７２人で、評価は「概ね達成」となっております。

次の１７ページでございます。海外戦略総合対策事業です。

海外プロモーションなど、県が先頭に立って県産品と観光を一体的に売り込むことで、

本県の知名度の向上とビジネスチャンスの拡大が図られたほか、中国ビジネス研究会の開

催等により海外でのビジネス展開を希望する県内企業等を情報面で後押しする仕組みがで

きました。

海外展開企業数は、目標の７８件に対して、実績は７１件で、評価は「概ね達成」とな

っております。

次の１８ページは、外国人留学生支援事業です。

奨学金の交付を通じて、留学生が学業に専念できる環境を整え、地域貢献活動に取り組

んでもらうだけでなくて、将来的に母国とのかけ橋となる素地を育むことができました。

成果指標ですが、県内留学生の数としておりまして、目標の４，２００人に対して、実

績は３，４１７人ということになりまして、評価は「達成不十分」となっております。こ

れは、日中、日韓関係や原発事故の影響に加え、国内外の留学生の獲得競争の激化してい

るためと考えています。

１９ページをお開きください。緊急雇用国際人材育成支援事業です。

この事業では、外国の教育機関と学校交流を行った児童・生徒が外国語や異文化に対す

る関心を持つ契機となり、国際人材の育成に寄与しました。

成果指標は、訪日教育旅行団人数としております。目標の２，３００人に対し、実績は

１，９２７人で、評価は「達成不十分」となっております。これも先ほど同様でございま

すが、日中関係の悪化などから、中国からの訪日教育旅行団が減少したことが最大の要因

と考えています。

次の２０ページは、公立大学法人運営費交付金、そのうちの芸術文化短期大学分です。

この事業では、平成１８年度に法人化して以降、中期目標達成に向けた取り組みを進め

た結果、卒業後の進路を重視した教育内容の充実や、地域との交流等による社会貢献等に

より教育研究の質の向上が図られました。
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成果指標ですが、評価委員会による事業年度評価を点数に換算したものとしておりまし

て、今年の場合、評価項目のうち大学の教育研究等の質の向上が「特筆すべき進行状況に

ある」としてＳの評価を受けたため、目標の１００に対し実績は１０５、評価は「達成」

となっております。今年と言いましたけど、該当年のということでございます。

次の２１ページは、別府アルゲリッチ音楽祭開催事業です。

この事業では、県民に優れた芸術を享受する機会を提供するとともに、国内外に向けて

芸術文化の情報発信及び大分県が最高レベルの芸術イベント開催地であることを周知する

こともできました。

成果指標ですが、総入場者数としておりまして、目標の５千人に対し実績は６，１３９

人で、評価は「達成」となっております。

次の２２ページは、大分アジア彫刻展です。

この事業は、２年に１度、本展を開催しておりまして、２５年度は作品の公募など本展

の開催準備の年でございます。この開催準備を行いますとともに、過去の受賞者の新作を

紹介する展示をｉｉｃｈｉｋｏアトリウムプラザなどで行い、優れた芸術作品やアジアの

文化に触れる機会を提供いたしました。

作品の応募数を成果指標としていますが、目標の２７１作品に対し、実績は２６２作品

で、評価は「概ね達成」となっております。

２３ページは、国東半島アートプロジェクト２０１３開催事業です。

２４年度から開始しましたこの事業では、国際的なアーティストによる作品展示や地域

の新たな魅力を引き出すアートイベントを実施することで、県民に多様な芸術文化の鑑賞

と体験の機会を提供するとともに、アートをきっかけとした地域の自然や文化の再認識、

さらにはアートを活用した地域活性化を図ることができました。

鑑賞者数を成果指標としておりまして、目標の１万人に対して実績は１８，８８４人で、

評価は「達成」となっております。なお、この１０月４日から本年度の事業が開幕いたし

ますので、ぜひ、足を運んでいただくことをお願いしたいと思います。

次の２４ページでございます。県立美術館建設事業です。

２５年度は美術館の本体、電気設備、空調設備等の工事を実施するとともに、ペデスト

リアンデッキ工事、屋内外展示品製作、情報システム開発に係る契約を締結いたしました。

さらに、広報活動拠点である県立美術館まちなか支局でのワークショップ等を通じて、県

民の美術に対する関心を高めるとともに、開館に向けた広報を行いました。

成果指標は、まちなか支局の来館者数としておりまして、目標の３，６００人に対して、

実績は４，０１８人で、「達成」となっております。

次の２５ページは、緊急雇用地域密着型プロスポーツ普及促進事業です。

プロスポーツチームの小学校や県内イベントなどでの交流や、大分トリニータのホーム

ゲームを活用した地域資源のＰＲなどを行うことで、プロスポーツを活用した地域の活性

化を図ることができました。

小学校や県内イベントなどの訪問箇所数を成果指標とし、目標の６０カ所に対し、実績

は９６カ所で、評価は「達成」となっております。

次は、国際航空路線開設・定着化促進事業です。

ソウル線の安定的な運航に向け支援するものでございますが、平成２５年度の利用者数
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は、福島原発事故とその後の汚染水流出問題等の影響等により、韓国人利用者は対前年度

比約９％減、日本人旅行者は約４７％減と大幅に落ち込みました。

１１月から日本人に対するグループ旅行補助金の補助要件を緩和したことなどにより、

一旦は増加の動きも見られましたが、本年７月４日には運休の運びとなりました。

現在の状況を少し補足させていただきますと、その後ＬＣＣ、ティーウェイ航空が９月

２４日から新規就航する、１月には大韓航空の再開と大きく変動しておりますので、注目

しているところでございます。

成果指標ですが、大分空港の国際線の利用者数としておりまして、目標の２万６千人に

対して、実績は１万５，７７８人で、評価は「著しく不十分」となっております。

次は、国内航空路線開設・定着化促進事業です。

平成２５年３月に新規就航したジェットスターの成田線の安定的な運航に向け、奨励金

を交付するものですが、平成２５年度の同路線の利用者数は約２１万人に達し、羽田線に

ついても対前年度比１０１％と伸びていることから、首都圏からの新規需要の掘り起こし

を通じて、大分空港利用者数の対前年度比２３万人の増加に大きく貢献しております。

成田線の利用率を目標指標としておりまして、目標の７０％に対して、６７．８％でし

たので「概ね達成」でございます。

次は、大分空港活性化事業です。

大分空港へのアクセス環境を改善し、空港利用者の利便性向上を図るものですが、大分

空港と県北・県南地域の間を公共交通機関により、乗りかえなしで早く安く移動できるよ

うになったほか、企業誘致や観光誘客促進につながる環境整備に寄与することができまし

た。

アクセスバスの利用者数は、目標の４万５，５５２人に対して、実績は５万１，５００

人で、「達成」となっております。

次は、フェリー航路活性化緊急対策事業です。

高速道路料金の値下げ、無料化社会実験等により利用が落ち込んだ県外フェリー航路に

ついては、事業者の利用促進の取り組みに要する経費補助などを通じて利用の回復を図る

ものですが、平成２５年度の車両利用台数は、対前年度比で１０５．３％、目標値比較で

１０３．０％と順調に伸びております。成果指標についても「達成」となっています。

次は、３０ページ、生活交通路線支援事業です。

地域においてマイカーを自由に使えない高齢者や学生等が日常生活を送ることができる

よう、コミュニティバスや乗合タクシーをみずから運行する市町村及び民間路線バスの運

行経費を補助する市町村に対して助成した結果、買い物や通院・通学など日常生活に欠か

せない移動手段である生活交通路線を確保することができました。

次の３１ページは、安心・活力・発展プラン２００５推進事業です。

プランに掲げた政策・施策の進捗状況や課題などについて県民と情報を共有するととも

に、改善方法についてご意見をいただき、毎年度策定する県政推進指針への反映を図るも

のです。各分野の第一線で活躍されている２６名の民間有識者等から構成されるプラン推

進委員会において、進捗管理を行い、プランに掲げた各施策の着実な実行に取り組んでお

ります。

最後の３２ページ、対話県政推進事業です。
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知事と県民の皆さんとの対話・交流や県幹部職員による事業説明などを実施することで、

各分野で多彩な取り組みを行う方々の意見や要望を県政に反映させるとともに、県民の県

政に対する理解を深めることができました。

成果指標ですが、県政ふれあいトークと県政出前講座の参加者数とし、合わせて１，７

９５名の参加をいただいております。

私からは以上でございます。

中島政策企画課長 それでは、部長が主要な施策の成果で報告いたしました事業以外のも

ののうち、政策企画課の主な事業についてご説明いたします。

お手元の決算事業別説明書の３９ページをお開きください。

上段の第１０款教育費の上から２番目、芸術のまち創出事業費５０２万８千円でござい

ます。県立芸術文化短期大学が県立総合文化センターや商店街等と連携し、中心市街地で

オブジェを展示したり、音楽劇等を実施したほか、日田市で小中高生向けのクラシックコ

ンサートを開催するなど、芸術文化短期大学が持つ人材や技能等を活用して、芸術文化に

よるまちづくりの推進に要した経費であります。

その下の第１４款予備費でございます。緊急かつ総合的に調査調整を要する事業のため

に、当初予算で県政重点事業調査調整費２千万円を計上しておりましたが、平成２５年度

は充当事業がございませんでした。

引き続き、当部の歳出不用額についてご説明いたします。資料がかわりまして、決算附

属調書の１５ページをお開きください。

まず、科目欄の中ほどの企画費企画総務費です。７５３万５１８円のうち、当部分は５

６１万９，４５３円ですが、主なものは海外戦略総合対策事業費の２５３万７，３７８円

で、職員の中国湖北省派遣旅費が経費節減により減額となったほか、役務費など事務的経

費の節減によるものでございます。

その下の企画調査費ですが、１億２４４万５，５８８円のうち、当部分は６，２００万

１，６９５円です。主なものは、地域活力づくり総合補助金の５，２４６万４３４円で、

補助金の所要額が見込みを下回ったことや、旅費、需用費など事務的経費の節減によるも

のでございます。

一行飛んで、交通対策費です。２８０万９，６９８円のうち、当部分は、２２７万５，

９１６円で、主なものは生活交通路線支援事業費の８６万９，３５０円でございます。補

助金の所要額が市町村の交付申請見込額を下回ったことによるものでございます。

その下の県外事務所費２１８万３，３４６円は、全て当部に係るもので、東京事務所運

営費の１４８万４，７９８円を初め、需用費など事務的経費の節減によるものでございま

す。

続いて１６ページ上段の統計調査費委託統計費です。２６９万９，４６４円は、全て当

部に係るもので、委託調査に係る市町村への交付金が見込みを下回ったことや、旅費、需

用費など事務的経費の節減によるものでございます。

続きまして１９ページをごらんください。

科目欄の上段の観光費ですが、こちらは全額が当部分です。

まずは観光総務費の４５８万８９８円ですが、主なものは、ツーリズム政略総合対策事

業費の４３３万３，６３７円で、おんせん県デスティネーションキャンペーンの冊子印刷
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に係る委託料が２５年度中に不用となったほか、需用費など事務的経費の節減によるもの

でございます。

その下の観光開発費１２８万４，２４０円ですが、主なものは、観光施設維持管理調査

事業費の８５万３，９１７円で、由布市にある狭霧台園地の管理委託料に関して、年度途

中で施設を市に譲与したため不用となったほか、役務費など事務的経費の節減によるもの

でございます。

その下の観光企画調査費４０６万７，５１４円ですが、主なものは、ＭＩＣＥ誘致推進

事業費の２５４万９，２１８円で、開催助成制度の申請額が見込みを下回ったため不用と

なったものです。

以上で、当部の歳出不用額についての説明を終わります。

堀国際政策課長 国際政策課の主な事業についてご説明いたします。

再び、決算事業別説明書になりますが、４０ページをお開きください。

第２款総務費の上から４番目、ＪＥＴ青年交流推進事業費１，３５０万８，０２０円で

すが、県の海外戦略や国際交流の推進を図るため、外国から国際交流員を招致するもので、

２５年度は英語圏、中国、韓国から計３名の配置を行ったものです。

１番下、海外交流ネットワークづくり事業費４３９万１，３２０円です。これは、在外

県人会を通じて海外とのネットワークづくりを推進するとともに、ブラジル県人会の子弟

の県内大学での日本語研修に係る経費を補助したものです。

次のページをごらんください。１番上の留学生人材活用促進事業費８４万６，３０５円

ですが、これは、県内企業における留学生の活用促進を図るため、外国人留学生人材活用

事例集を作成しまして、商工会議所等を通じて県内企業に配布したものです。

甲原パスポート室長 続きまして、パスポート室の２５年度事業について、ご説明いたし

ます。

決算事業別説明書の４１ページをお開きください。

中ほどの旅券事務費３，３３０万２，５１１円ですが、ＯＡＳＩＳひろば２１にパスポ

ートセンターを設置し、国からの法定受託事務であります旅券の申請受理、作成、交付等

に要した経費です。

なお、平成２５年度の旅券発給件数は、２万８９２件となっております。

髙橋芸術文化スポーツ振興課長 文化スポーツ振興課の関係事業のうち、主なものについ

てご説明します。

同じく、資料４２ページをお開きください。

中ほどの第２目企画調査費の１番上にあります文化行政推進事業費２，０１５万６２３

円です。これは、市町村や芸術文化団体と連携し、地域における文化活動等の活性化を図

るなど、文化行政を総合的に推進するために要した経費です。

次のページをごらんください。

２番目の芸術文化創造発信事業費４，４２１万３，８０２円です。

これは、県立美術館の開館を控え、美術、音楽、演劇、舞踊など幅広い領域にわたる芸

術文化事業を展開し、新しい価値を創造することで本県の芸術文化の振興を推進するため

に要した経費です。

次にその下の県立総合文化センター及び県立美術館管理運営事業費８，５７２万８，６
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０４円です。これは、平成２５年１０月１日より県立総合文化センター及び県立美術館の

一体的な管理運営を指定管理者である大分県芸術文化スポーツ振興財団に委託したもので

す。

次にその下のスポーツ交流推進事業費４，２２５万９千円です。

これは、県内にある４つのプロスポーツチームを活用して、スポーツに親しむ機運を醸

成するとともに、スポーツ文化の振興と定着を推進するために要した経費です。

次に、１番下の県立総合文化センター管理運営事業費１億７，９３９万２，０１４円で

す。これは、平成２５年９月３０日までの県立総合文化センターの管理運営及びＯＡＳＩ

Ｓひろば２１の管理運営に要した経費です。

渡辺広報広聴課長 広報広聴課関係のうち、主なものについてご説明します。

同じ資料の４４ページをお願いいたします。第３目広報費でございます。

まず、広報活動費２億９５３万４，０７６円は、主なものとして、県政テレビ・ラジオ

番組の放送、新聞への県政だよりの掲載、２カ月に１度の全世帯配布の広報誌「新時代お

おいた」の発行等県政の広報に要した経費でございます。

次の、マルチメディア広報推進事業費１７３万５，７２０円は、県庁ホームページで県

政全般の情報発信を行うために要した経費でございます。

次の、めじろん放送局推進事業費５３５万４，４５０円は、国体・障害者スポーツ大会

大会で活躍したビデオボランティアとの協働により、県内各地の魅力あふれる地域情報等

を発信するインターネット放送局「めじろん放送局」を運営するために要した経費でござ

います。

次のページをごらんください。

１番下ですが、県政モニター事業費１２９万４７５円は、県民各層から幅広く多様なご

意見を伺うため、公募等により選任した県政モニター等を対象に、電子メールやハガキ等

を活用して、意見や提言を求めるために要した経費でございます。

宮川統計調査課長 統計調査課関係の事業について、ご説明いたします。

決算事業別説明書の４６ページをお開きください。

第７項統計調査費であります。

まず、第１目統計調査総務費ですが、事業別決算額の上から２番目、統計事務費３００

万８，６１４円でございます。これは職員の統計研修を初めとする統計環境整備や統計資

料の整備等に要した経費で、財源は全額国庫支出金でございます。

次に、同じページの第２目委託統計費決算額１億６，１７５万８，５３６円であります。

これは、４６ページから４７ページの事業説明にありますように、総務省、経済産業省な

ど国の関係省から受託して行う基幹統計調査等の実施に要した経費で、財源は同じく全額

国庫支出金でございます。

最後に、４７ページの第３目県単統計費決算額６８３万６，２０８円でございますが、

これは、県が独自に実施する県民経済計算や景気動向指数、毎月の人口推計などの調査に

要した経費でございます。

以上でございます。

佐藤県立美術館推進室長 県立美術館推進局の関係事業についてご説明します。

資料は次の４８ページをごらんください。
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中ほどの第２目企画調査費の１番下にあります県立美術館企画展開催準備事業費１，２

８６万４，８４６円です。

これは、来年の４月２４日に開館する県立美術館において実施する企画展の内容等につ

いて検討するとともに、国内外の展示候補作品の借り入れの可否や条件等を調査し、開催

に向けて必要な準備に要した経費です。

なお、企画展開催に係る準備につきましては、指定管理の導入に伴い、昨年１０月から

は公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団において行っております。

細川観光・地域振興課長 観光・地域振興課関係の主なものをご説明いたします。

決算事業別説明書の５３ページをお開きください。

第３目観光企画調査費の上から３番目、ＭＩＣＥ誘致推進事業費の５０１万６，７８２

円でございます。ＭＩＣＥとは、全国大会などの大規模な会議や学会、企業の行う研修旅

行、展示会やイベントなどの英語の頭文字をとった造語でありまして、多くの集客や宿泊

が見込まれる催事の総称です。この事業は、ＭＩＣＥ誘致のため、情報収集体制の整備や

主催者の開催ニーズに応えるための助成制度の充実、県のＭＩＣＥ施設等の情報を掲載し

たホームページの作成等誘致活動の機能強化を図ったものです。

その次の、おんせん県おおいた元気発信事業費の１，６８２万円でございます。これは、

県外でのおんせん県おおいたへの注目の高まりを受けて、この動きを県内全体で一体とな

った元気づくりの仕組みとして定着させるため、県外来場者の多い施設等と連携し、イベ

ント等でのＰＲを行い、効果的な誘客促進を図ったものです。具体的には、オートポリス

やハーモニーランドなど県内大規模誘客施設の情報発信力を活用し、おんせん県おおいた

の情報発信や、２７年夏のＪＲデスティネーションキャンペーン開催に向けましたＪＲ九

州との誘客キャンペーンを実施しました。

その次の、大規模イベント誘致推進事業費の５千万円でございます。これは、大分県ツ

ーリズム戦略で、団体誘客の柱として取り組むＭＩＣＥのうち、大きな経済波及効果が期

待できるイベントの誘致を推進するため、公益社団法人ツーリズムおおいた内に基金を造

成しまして、当該基金を活用して、大規模イベントを誘致することにより地域の活性化を

図るものです。昨年度の実績としましては、８月にビーコンプラザで開催されたももいろ

クローバーＺのコンサートに対して助成を行いました。また、直近では、６月に開催され

ましたべっぷフィギュアエキシビションに対して助成を行っています。

宮本景観・まちづくり室長 景観・まちづくり室の平成２５年度決算について、主なもの

をご説明いたします。

５２ページをごらんください。

第２目観光開発費、１番上のおもてなし観光案内標識整備事業費の９４７万７，１７０

円でございます。これは、車で県内を訪れる観光客を目的地に円滑に導くために、観光案

内標識を再整備し、観光客の利便性の向上と本県観光のイメージアップを図ったものです。

具体的には、本体が劣化により破損していた観光案内標識２基の改修と市町村へ移管する

標識を地域のニーズに合わせて改修しました。

飯田交通政策課長 交通政策課関係の決算についてご説明いたします。５５ページをお開

きください。

第２目企画調査費の離島航路対策費６，００２万２，６７０円につきましては、離島地
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域の振興及び離島住民の生活の安定と向上を目的として、離島航路の事業者へ運航欠損に

対する助成を国、市町村とともに行った経費でございます。

次に５６ページをお開きください。

第６目交通対策費の中ほど、地方バス路線維持対策事業費１億６６６万円につきまして

は、広域的・幹線的な地方バス路線を維持するため、バス事業者に対して運行費と新たに

購入したノンステップバスの減価償却費について助成した経費でございます。

次にその下の、鉄道駅耐震補強事業費につきましては、鉄道利用者の安全確保並びに発

災時における緊急応急活動の機能確保のために、別府駅の耐震補強に要する経費の一部を

国、別府市とともに補助するものですが、駅の構造が特殊であることが判明し、設計の見

直しや施工方法の再検討を行う必要が生じたため、やむを得ず繰り越したものでございま

す。

さらにその下の、緊急雇用大分空港情報発信事業費３６５万円につきましては、大分空

港を利用する旅行商品情報やキャンペーン情報の発信、県民とのふれあいイベントなどの

実施を通じて、空港でのにぎわいづくりや空港のサポーターづくりを行うことにより、大

分空港の利用促進を図るために要した経費でございます。

次に２つ下の太平洋新国土軸構想推進事業費１２１万３，７６７円につきましては、太

平洋新国土軸構想やその一部をなす豊予海峡ルートの整備促進を国に対して働きかけるた

めの経費として、豊予海峡ルート推進協議会への負担金の支出等に要した経費でございま

す。

次に５７ページをお願いします。

下のほうの第７款商工費第１項中小企業費第２目の中小企業振興費の運輸事業振興助成

事業費１億６，１１６万９千円につきましては、大分県トラック協会及び大分県バス協会

が実施した輸送力の確保、輸送サービスの改善、安全運行の確保、環境対策等を図るため

の事業に要した経費に対して、軽油引取税の一部を還元助成した経費でございます。

三浦（公）委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、マイクを使用し、大きな声で、

ゆっくりと簡潔・明瞭に願います。

事前通告が３名の委員から出されていますので、まず事前通告のあった委員の質疑から

始めます。

守永委員 私からは２点ですが、ページの順番で行きましょう。

主要な施策の成果の成果の２３ページですが、国東半島アートプロジェクト開催事業に

ついて、このアートプロジェクトの取り組みは、この地域の活性化によい影響を与えてい

るんじゃないかと感じているんですが、具体的にどのような影響をもたらしているのか、

その状況を教えていただきたいと思います。

また、鑑賞者数の把握方法は、この事業の成果として１万８，８８４人と把握されてい

ますけれども、この把握の手法について教えていただきたいと思います。

もう１点が、県立美術館建設事業、これは主要な施策の成果の２４ページ、次のページ
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になりますけれども、まちなか支局の成果についてなんですが、この事業実施状況として、

まちなか支局の運営について触れていますけれども、約２年間運営されてきたと思います

が、来客者の反応はどのような状況だったのか、わかれば教えてください。

それと、県立美術館開館後、このまちなか支局はどのような扱いにするつもりなのか、

もし考えられていることがあれば教えていただきたいと思います。

髙橋芸術文化スポーツ振興課長 それでは、国東半島芸術祭アートプロジェクト２０１３

開催事業につきましてお答えをいたします。

国東半島芸術祭は、アートという新たな入り口から国東半島の自然や歴史などの魅力に

出会い、体験していただくことはもとより、参加アーティストの視点、それから来訪者と

の交流を通じて地元の皆さん方に国東半島を見詰め直す好機にしてもらいたいと考えてお

りまして、その結果、地域の活性化につなげていくということを目的としたものでござい

ます。

具体的なお話でございますけれども、昨年の国東市における千燈プロジェクトの例で申

し上げますと、それまで活用する機会の少なかった施設、不動茶屋がございますが、その

一部を改修いたしまして、事業期間中は鑑賞者の受付として、また休憩所として利用をさ

せていただきました。今回の事業をきっかけに、地域に元気が出てきたというような具体

的な声もいただいております。さらに、会期が終了した後ですけれども、週末を中心にい

たしまして不動茶屋での案内やお茶のお接待など自主的に行っていただいた実態もござい

ます。その活動の成果といいますか、さらにまた、ことしの芸術祭の準備に向けまして、

会場周辺の清掃活動等も積極的に行っていただいておりまして、地域の活力をさらに導き

出すような契機にはなったのかなと思っております。このような取り組みの動きというの

が、ことし本番を行う、今、準備をしておるところなんですが、ほかのプロジェクトにも

影響が広がっておりまして、それぞれのプロジェクトの地域の住民の方々が、またそうい

った主体的に、鑑賞に見える方々をおもてなしをしようというような動きにつながってお

ります。

加えまして、今年度は、さらに地域の皆さんが芸術祭に直接的にかかわっていただこう

ということで応援プロジェクトという事業を起こしておりまして、内容的には、地域の方

々が講演会をしていただく、あるいは小学校、中学校が作品をつくっていただき、その発

表会をすると、そういった芸術文化の関連事業でありますとか、鑑賞に来られる方々に対

するお茶の提供や、沿道に花を植えるといったような、そういったおもてなし事業を地域

の方々が行いまして、芸術祭を盛り上げていくという、そういった事業に発展をしており

ます。

２つ目のご質問で、鑑賞者数の把握方法ですけれども、３月１日から２３日までの期間

中、各プロジェクトに受付を設けまして、その受付におきまして、人数と、あるいは性別

等を把握しておりまして、男女別はほぼ半数の方々がお見えになっておりました。今年度

も６つのプロジェクトを行いますので、昨年同様、受付を設置いたしまして、そこで、そ

ういった鑑賞者の状況につきまして把握をしていく予定にしてございます。

佐藤県立美術館推進室長 県立美術館建設事業にかかわるまちなか支局の成果につきまし

て、お答えいたします。

まちなか支局は、県立美術館に関する情報発信、教育普及事業のトライアル拠点、試行
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を行う拠点として、平成２４年５月、竹町のガレリアドーム広場内にオープンしました。

以来、この２年間で７千人を超える方に来館いただきまして、芸術会館の学芸員を中心に

外部講師なども招聘しながら、ワークショップ、サロントークなどイベントにも力を入れ、

この２年間でサロントークは２０回、ワークショップは４１回開催しました。今年度から

は、県立美術館の指定管理者となった大分県芸術文化スポーツ振興財団が引き続きまちな

か支局を運営しておりますが、開館に向けた積極的な情報発信を行っております。

まちなか支局では、来館者の方からお寄せいただいたご意見、ご要望等を取りまとめて

おり、「大分に美術館ができることはすばらしい」「開館したらぜひ来たい」といった声

を、年代、性別問わず多数いただいております。こうしたことから、所期の目的である県

立美術館に対する機運の醸成は図られているというふうに考えております。

またもう１つ、２つ目のご質問ですが、開館後の扱いといいますか、開館後についてど

う考えているかということでございますが、基本的に、県立美術館開館後は、こうしたこ

れまでまちなか支局で行っておりました情報発信や教育普及事業は、県立美術館のほうが

中心となって当然行っていきます。美術館のほうから教育普及チームの職員が各地域に出

かけていって体験学習をやったりと、そういったこともやります。そうしたことから、今

現在は、まちなか支局に関しては今年度でその役割を終えるのかなというように考えてい

るところであります。

守永委員 ありがとうございます。今お答えいただいた２つの事業とも、その周辺の活性

化につながっていくということが非常に期待されるものじゃないかなというふうに思って

いるんですが、国東半島では人口減少をいかに抑えるか、できるかどうかわかりませんけ

れども、その地域で暮らすことについての活性化に向けて、そして、県立美術館の建設、

オープン後、どうまちなかのにぎわいにいい影響を与えるかというふうなことが気になる

ところなんですけれども、まちなか支局については、私としては残してもいいんじゃない

かなという思いもあるんですが、その機能としては大部分が本館のほうに移っていくとい

うことになるわけですから、閉鎖は閉鎖でやむなしとは思いますけれども、ただそのかわ

り、中央町なり竹町の商店街の方々一人一人が支局員となれるような、みんなで盛り上げ

ていこうといった機運を、せっかくあの位置にまちなか支局があったんですから醸成でき

ればというふうに思っていますので、ぜひそういったことも踏まえて、中心市街地の活性

化に貢献できるようなプロジェクトを考えていただきたいと思います。

一応、要望としてお願いしたいと思います。

三浦（公）委員長 それでは、次にまいります。

原田委員 私は、主要な施策の成果の１０ページに出ています老朽空き家対策促進事業に

ついて、１件について質問したいと思います。

実はことしから実態調査が各市町村で始められて、私の住んでいる別府市では自治体と

一緒になりながらやっているんですね。誰が持ち主か、もうよくわからないような物件が

たくさん出ていまして、調べてみると固定資産税も随分滞納になっているなんていうのが

あって、「誰々の遠い親戚の人が大阪にいるぞ」なんていううわさを聞きつけて、それで

みんな一生懸命調べているんですね。一生懸命調べている理由は、やっぱりみんな期待し

ています。この調査の後、具体的に市や県が整理してくれるんじゃないかという思いを持

っていたりするんですよね。
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私は、まだそこまでいっていないのになと思いながら聞いているんですけど、その空き

家バンクへの登録などが利活用できる物件はいいんですが、その多くの場合、取り壊す等

の整理が必要になってくるものがほとんどじゃないかなというふうに私自身は思っていま

す。最終的には、その持ち主がわかって自分で片づけてくださいよということで、片づけ

てくれる人はともかく、長年放置されて倒壊のおそれのある物件に対しては強制的な措置

も必要と思えるわけであります。そういった対策を含めて、これから調査後の対策をどの

ように進めていこうとしているかというのをお聞きしたいと思っています。

また、例えば家を取り壊した場合、固定資産税の減免制度がなくなって負担が大きくな

るということで、この整理が進まないという話もよく聞くんですが、この件については国

でも協議が始まっていると聞くんですが、その情勢も教えていただければと思っています。

宮本景観・まちづくり室長 県は市町村と平成２４年度に大分県空き家対策検討会という

ものを設置しまして、空き家の適正管理条例の制定を初めとした空き家対策について連携

をとって取り組んでまいりました。現在、条例制定は８市町村までふえまして、その中で

空き家の所有者に対して、住宅を放置し危険な状態にすることのないよう適正な管理を義

務づけています。

今年度は、空き家の所有者の特定を進めるとともに、空き家の適切な管理、活用の相談

に乗れるような空き家管理活用マニュアルというものを市町村と協力して作成していると

ころです。今後は、それができましたらマニュアルを活用しまして、特定できた所有者に

空き家を危険な状態にしないよう管理の方法等を周知するとともに、市町村の窓口等で個

々の相談内容に応じた対応を促してまいりたいと思います。

次に、固定資産税との関係で危険な空き家の整理が進まないことに対しての情勢につい

てですが、２０１５年度税制改正に向けた国の動きが報道で紹介されています。その内容

としては、現行では空き家であっても、取り壊さない限りは軽減の特例措置を受けられる

ということなんですが、国が策定する基本方針を踏まえ、自治体が危険な建物と判定した

空き家については、特例の対象から外すようにして所有者に早期撤去を促すというもので

す。

原田委員 実は個人的なことなんですけど、きょうからうちの実家を取り壊していまして、

先立つものが、やっぱりお金かかっちゃうんですよね。私の場合、仏壇を買うのから始ま

って、その取り壊し、その後放置したら、そのままだったらまた草が生えますから、アス

ファルトを張ると。とにかくお金かかるんですよ。その辺のことも含めて、持ち主という

のはその辺をよくわかっているというか、やっぱり先立つものが必要になってくるという

思いがあります。

この実態調査が数年で終わると思いますから、その後の対応を含めて、やっぱり先駆け

て方針を決めながら、より早く整理していただく取り組みというのが求められるんだろう

ということを、要望を含めて質問を終わりたいと思います。

三浦（公）委員長 次にまいります。

小野委員 ２点お伺いします。

１点目は、２３ページの国東半島アートプロジェクトの問題については、先ほど守永委

員のほうから質問がありましたので、その中で、昨年やったことは「達成」というふうな

ことを評価されて、そして本年、本番に向けて大きな期待をされているというのを伺い知
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ったわけですが、私も地元のよさを見直すという観点で、１万８千人の中の１人として現

地を訪ねました。

これまで、ただ不動様というお参りだけの登山でしたけれども、今回は、話題になった

鉄製の裸像を峰道にどかっと据えていると、これについての議論が地元では大変盛んにな

ったわけですが、現代アートと、それから何千年も続いた古い文化との融合というような

観点で見れば、なるほどなという思いがしますが、一方、仏教界の人たちにとっては、修

行僧が歩くあの峰道にどかっと裸の像が建てられたということに対する違和感というのか、

そういう議論があっていますが、そこらあたりが現地では話がどうなっていっているのか。

また、そういった議論を受けてどう対応しようとしているのか、事業主体としての、県と

しての考え方を伺いたいと思います。

２点目は、３２ページにあります広瀬知事が積極的に進めている県政ふれあいトークに

ついての評価ですが、このふれあいトークの目的等については、もう今さら言うこともな

いと思いますけれども、この間、知事が展開をしてきたこのふれあいトークの成果なり、

それから課題なり、今後の見通し、これはもう知事がするわけですけれども、どういうふ

うに捉えたらいいのかということをお聞きします。

髙橋芸術文化スポーツ振興課長 それでは、国東半島アートプロジェクトの現地での今の

状況という点でございますけれども、ご案内のとおり設置をする段階で六郷満山会さんの

ほうからの反対表明がありまして、その後、合意をして設置したわけなんですけれども、

その合意に当たっての条件は、「彫刻作品につきましては芸術祭終了後に、あらゆる可能

性を排除せずに、六郷満山会を初め地元住民等と協議を重ねていく」ということを条件に、

今、設置をしておる状況でございます。

したがいまして、六郷満山会さんのほうといたしましても、「峰道の脇に像を設置する

ことについて、あらゆる可能性を排除せずに終了後、議論をしよう」ということでおっし

ゃっていただいておりまして、終了後ということになっておりますので、現在のところ具

体的な協議というのはやってございません。そういうお約束でございますので、終了次第、

関係者で協議を始めたいというふうに考えております。

その際、先ほどもちょっと申しましたけれども、ことしの各プロジェクト、ございます

けれども、そこでまた、受付等設置をして人数等を把握してまいりますので、鑑賞者、見

られた方のご意見等も十分お伺いしながら、そういった結果もあわせ持って、関係者の方

々と終了後に協議をしてまいりたいというふうに考えております。

渡辺広報広聴課長 ふれあいトークについてご質問いただきまして、お答えを申し上げま

す。

趣旨、目的については、委員おっしゃいましたとおり、ご案内のとおり県民の皆さんが

活動しておられる現場に出かけて、直接生の声を聞くために知事が現場に足を運んでいる

ところでございますが、１２年目を迎えたことし、これまで６５２カ所、１万３千人を超

える方々と懇談をしてきたところであります。

成果としましては、例えば鳥獣害対策とか災害対策、高齢者、障がい者、子育て支援な

どさまざまな県政に対するご要望をお聞きしまして、緊急度ですとか、ニーズ、また地域

ごとの状況に応じて要望等に応える事業、また、そのフォローを行ってきたところであり

ます。
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課題としましては、訪問先が農業団体とか地域おこし、また小規模集落というそういっ

たところが多くなる傾向がございまして、逆に若者関係団体の訪問が少ない傾向にあると

いうことでありますので、そういったその他の団体、教育や福祉、若者関係団体などの訪

問先をふやして、今、改善しているところであります。冒頭申し上げた趣旨に沿って、今

後もよりよいふれあいトークにしていきたいと思っております。

小野委員 １点目のアートプロジェクトの地元の問題については、十分、地元の意見を汲

み上げながら、しかも、この成果が出されるように、今後、引き続いて努力をしてほしい

と思います。

それから、このふれあいトークについても、ずっと以前は大名行列的なにおいもしない

こともないような、大変お膳立てをやってということから見ると、今のふれあいトークの

知事の動きというのはまあいいのかなという思いはしますけれども、先ほどありましたよ

うに、分野ごとに、できるだけ多くの分野に県民の意見が反映されるような方向をぜひと

っていただきたいと思います。

さらに、知事が地域に来るときに議員はどうするかという話があるんですが、議員の同

席を願っているのか、それとも余り議員は顔を出さんほうがいいのか、こういったことに

ついてもちょっと意見があったら。

渡辺広報広聴課長 追加のご質問ありがとうございます。

このふれあいトークの趣旨は、冒頭等で申し上げましたように県民中心の県政を実現す

るために、知事が現場に足を運ぶというものでございます。

これまで、いわゆる慣例としまして、県議会議員の先生方、また市町村長さんにもご同

席をご案内させていただいておりますので、またご要望等踏まえながら柔軟に対応してい

きたいと思っております。

小野委員 トークの場が、ともすると陳情の場になっていくんですよね。少しそこら辺は

幅の広い意見ということでお願いしたいと思いますし、ある県では、知事が訪問をする地

域の出身議員は顔を出さないと、顔を出したければほかの地域のところに行くと──三重

県だったと思いますけれども、そういうこともありますので、私たち議員としては、でき

るだけ努めていくのがいいのかどうなのかと、ちょっと迷う点もあるんですけどね。それ

はあなたたちがどうこうということにもならんと思いますけれども、気をつけていきたい

と思っています。

三浦（公）委員長 それでは、以上で事前通告のあった委員の質疑は終わりました。

次に、事前通告をされていない委員で質疑はありませんか。

酒井委員 これだけは絶対言わないといけないということでですね。一般会計の事業別説

明書の５０ページ、買い物弱者支援事業についてです。

本当に頭の痛い、また、執行部の皆さんも県政要望として非常に強いこの買い物弱者対

策につきましては、試行錯誤しながらいろんな取り組みをしていただいていることにつき

まして、敬意を表したいというふうに思います。しかしながら、なかなか特効薬というの

がない関係で、これという決め手もないし、民間がすればなかなか営業として成り立たな

いという状況で、大変苦労していることについては私も同感でございます。

そこで、いろいろな方法があるんですけど、今、主にしているのは移動販売車とか、物

を持っていく、先ほど山国のスーパー的な店をつくったということでございますけど、な
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かなかこれという特効薬はございません。したがって、私どももどこに行ってもこの問題

が一番要望として出されることから、継続的にこの取り組みはしていただきたいというふ

うに思っておるところでございます。

そこで、先ほど部長のほうから措置状況の報告書の中で、「人が集まるコミュニティー

づくりの取り組みともなるような幅広い検討をする」ということで書いてありますけど、

これについて具体的にお示しをいただきたいと思います。

と申しますのは、物を持っていって売るんじゃなくて、いろんな公民館とかコミュニテ

ィーの場がありますから、そこにその人たちが、みんなが集まって、そういう食べ物とか

買い物とかを集約する方法も１つの方法だというふうに思いますけど、その点についてお

答えをいただきたいと思います。

高屋集落応援室長 お答えします。

事業数につきましては２から３、３から５とふえておりますけれども、さっき委員おっ

しゃったコミュニティーづくりですけれども、例えばＮＰＯ法人きずなさん、国東市の場

合は、やはり１つに集まるということが大事でありまして、そこで、ただ宅配が来るので

はなくて、ある程度歩いて行きましょうとか、それとか道の駅に、ある程度歩いて行きま

しょうと。

ことしやろうとしている豊後高田市でも、今度、社会福祉法人に行くんですけれども、

そこに皆さんが集まりましょうという形で、回りきれないところの方も、ある程度寄り合

って行きましょうという形で、そのためにもそこに集まる経費も支援をしているという形

です。

きのうも山国町に行ってきたんですけれども、やっぱり買い物されている女性は笑顔で、

そこに集まるわけですね。だから、山国のタイプは集まるタイプと。２千人を超えました。

１日１９２人という形で、売り上げも２００万円を超えまして、県の委託料が１７１万円

でしたから、委託料を上回る売り上げとなっております。１人が買う額は１千円に満ちま

せんけれども、９７０円ぐらいの買い物をみんながして、行って、買う笑顔を見ますと、

これはやっぱり集まり型もいいのかなという形なので、きのうも山国の課長と話しました

が、やっぱりそういう形で、委員がおっしゃるような、人が集まる、コミュニティーづく

りになるという形で買い物助成というのを考えていこうと私も思っております。

酒井委員 山国のいい例を、私もですね、今までは行政が物を持っていって売るとか、移

動販売車に対する補助とか、要するに行政主導でこの対策はされておったんです。

今、公民館とか地区のいろんなそういう集会所というのが非常に各地区ともできており

ます。したがって、そこに集まってもらって、そこで食べ物をみんなで提供して、話しな

がら、笑顔を出しながら、コミュニティーの場をつくることがこの買い物弱者対策にもな

ると思います。ただ、そういうものを持っていくとかいうことやなくて、そういう幅広い

ことも検討すべき時期ではなかろうかというふうに思いますので、もしそういういろんな

角度から検討がされておるとすれば、ちょっとお答えをいただきたいと思います。

高屋集落応援室長 おっしゃるとおり、今までは移動販売者の自動車に対する車両補助金

というので最初スタートしたんですけど、今度見ましたのは、事業主体がコアやまくに、

一般社団法人、商工会とか社会福祉法人と。やっぱり人は、ただ小売業者さんだけではな

くて、人が集まるようなところにそういうことをしてもらおうというほうがふえてきてお
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りますので、皆さんが集まって、元気な高齢者というか、元気な方がふえていく形という、

いろんな側面の事業になるようにことしの事業も努めております。

来年以降もこの事業、里のくらし支援事業等で継続する場合でも、委員のご指摘の視点

を忘れずにやりたいと思います。

三浦（公）委員長 それでは、ほかに質疑のある方は挙手願います。

田中委員 先ほどの対話県政推進事業なんですが、いろんなところに私も顔を出すんです

けれども、かなり地域の悩みといいますか、要望、ご意見も出るんですけど、それに対し

て後始末の問題ですね、かなり期待感を持って知事に話をしたが、ナシのつぶてであった

とか、こういう後腐れのあるような話も、時々、見受けられるんですが、年間どれぐらい

の要望が来て、それに対してどれだけの達成をしてきたかという、この辺の現状について

お聞きしたいと思います。

渡辺広報広聴課長 ご質問いただきました点について、お答えを申し上げます。

１５年から２５年までのふれあいトークで、合計３，８１４件、ご意見をいただいてお

りまして、分野別に見ますと農業分野が９０２件というふうに多くなっております。この

うち、先ほど申しましたように緊急度ですとかニーズ、また団体ごとの状況に応じて、お

答えできるものはすぐに対応するということになっております。

例えば昨年でしたら、佐伯市を訪問した際、飲み上げバルを実行されている実行委員会

で、人が集まるような土台づくりを支援してほしいという補助制度の設置について要望を

いただきました。早速、去年のふれあいトークでいただいた要望を、２６年度、ことしの

事業で飲み上げバル、街バル等の取り組みを支援するまちの賑わい創出支援事業というの

をつくりまして、予算額約５４０万円で２分の１補助でやっております。こういう形で、

いただいたご意見のものを積極的に対応させていただいているところです。

田中委員 ただ、集まってくれる方々は、やっぱり切実な要望を持っている方もおります

のでね。だから、要望を受けないというのは私おかしいと思うし、それはむしろ実績に上

げながら、対話についての緊張感とかそういうものを維持していかなきゃならんなと思っ

ているんですよ。

それで、必ずしも要望を受ける会が悪いというような発想じゃなくて、住民にとってそ

の対話行政がどうであったかというのが、そういうところの視点がこの対話行政には大事

であって、何か知事が人を集めたからそれで実績だなんていう、そんなことを果たして県

民が期待しているかじゃなくて、やっぱり自分たちが抱えている問題を知事が聞いて、知

事の声でやってくれたという、ここの充足感というか、満足感というのが対話行政の本質

でないと私はいかんのやないかと思っていますので、むしろ、この成果の指標についても、

要望に対してどれだけ実績を上げたかぐらいのリアル感を持ったものをしないと、ただ人

数がこれだけ集まりましたというだけでは、やっぱり地域住民が、県民が失望していくだ

けじゃないかという感じを持ちますので、対話行政の本質は何かということをもう少し見

きわめながら、しっかりとやっていただきたいと思っております。何かありましたらお願

いします。

それともう１点、運輸事業振興助成事業費についてですが、これは３年前に……

三浦（公）委員長 資料のページ数と事業名をお願いします。

田中委員 説明書の５７ページです。１，６００万円余の予算、決算が記載されています
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けど、この運輸事業振興助成についてですが、３年前にトラック協会が不祥事を起こして

助成金が削減されて、トラック協会も組織改編をしまして、随分運営についても順調な形

ですが、やっぱり従来のレベルの助成まで戻してほしいという要望もかなり佐伯地区から

も出ておりますので、これについてぜひとも来年度予算に向けて、３年前のこの事件が起

こる前ぐらいの水準に、ぜひとも戻してもらいたいと、このことを要望しておきますので

よろしくお願いしたいと思います。

三浦（公）委員長 田中委員、最後のトラック協会のほうは要望ということでよろしゅう

ございますか。

田中委員 はい、要望でよろしいです。

渡辺広報広聴課長 いただきましたご指摘を踏まえて、内部で改善できるように検討させ

ていただきます。

久原委員 主要な施策の成果の９ページに、小規模集落の住民に対する安心して住み続け

られるようにということで、「この小規模集落がどうなるだろうか」と住民が将来に不安

を感じているというところで、こういう１つの地区をつくりながら、２５のモデル地域を

設定して、そして、この平成２０年度から２７年度までにやっていこうというふうに書い

ているんですけど、私、これね、相当なお金をずっと使いながらやっているけど、やり出

したらですね、小規模集落の皆さんというのは、「ありがたいことだ。こうやって私のと

ころの村がきれいになる」というようなことで喜ぶわけですね、応援隊が入ったり、いろ

いろしながら。だからといって、そのときだけで、これはもう、後また、事業が終了がし

ましたと。そしてまた草ぼうぼうになるような形になるわけですよ。これは一生、ずっと

続くのか。

それから、これにかわる何か新たな施策でやり変えていって、そこに若い人たちが住め

るような状況をつくったりするような形になるのか。だから、今まで続けきた中で、どげ

な成果があって、そして、こういうふうなことがこの小規模集落は充実してやっているよ

うになったとか、そういうところが何かあるならちょっと紹介してください。

高屋集落応援室長 小規模集落づくりというか、里のくらしづくりでご説明いたしますと、

委員おっしゃったとおり地域で集落応援隊が３００隊、２千人というのがございまして、

年間１００件を超えるような勢いで応援しております。

それはやっぱり、その地域の方の強い要望と感謝がある地域であるわけでありますので、

市町村に対しましても、地域に対しても、幅広くこの制度が今後活躍していってもらいた

いということでございますが、それはボランティアの世界ですけれども、今度は地域で、

やっぱり市町村の話を聞きますと若い人材が必要だと。それで、今では地域おこし協力隊

等は都会の若者を地域に住まわせると、住民票まで移して。そして、昔いた若い人の雰囲

気づくりを復活させるわけですね。

そういう形にしますと、例えば臼杵市ですと末広に行きますと、地域おこし協力隊は横

浜の人が来ていまして、今２人来ていますけれども、そこの空き家に地域おこし協力隊が

住むという形でコミュニティハウス「Ａ・ＫＡ・ＲＩ」という形でやっておりますので、

まずはそういう形でやりますと、今度は臼杵が単なる１集落じゃなくて、学校単位で地域

活性化協議会をつくっていこうと。そこに、その地域おこし協力隊なり、集落支援員を置

いていこうということになっていますので、非常に活性化していますので、そういう例を
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他市町村にもご紹介していますので、また今後とも、そういった臼杵市のいい例をご紹介

して導入していただければと思っております。

久原委員 大事なことだと思うんです。そういうふうにやって、やっぱり地域が充実でき

るようにやっていくということが極めて重要ですので、ぜひそういう形で続けていってい

ただきたいと思います。ありがとうございます。

三浦（公）委員長 ほかに事前通告されていない委員の質疑はありませんか。

志村委員 ３点にわたってちょっとお尋ねをいたします。

１つは、きのうの大分合同新聞の写真の投稿の中に、タイの大分県人会の総会をやりま

したというのが載っておりました。すばらしいことだと思っております。

平成２５年度でアジアを中心とした県人会に対する施策をどうされたのかをお聞きした

いと思います。私は台湾しか知りませんけれども、台湾の木津会長は大変プライドを持っ

ておりまして、また、会長としての役割をちゃんと果たしている。この方の県人会に寄せ

る思いというのは大変高うございますので、そういうことを大事にしなくちゃいかんなと

思っておりますので、２５年度予算をご説明いただきたいと思います。

それから、主要施策の成果の中の１９ページです。これは緊急雇用対策の一環として教

育旅行を受け入れるということですが、余り企画とはなじまないような感じがしますけれ

ども、教育委員会との関係はどうなっているのですか。中身を見ますと、６９団体で約１，

９００人、そうすると１団体３０人ぐらいの訪日教育──ちょっと内容がよくわからない

ので説明をしていただきたいと思っております。

最後は「おんせん県おおいた 味力も満載」、だいぶ県外でも見るようになりました。

この前、八幡浜に行ってフェリーに乗る前にステーションにかかっておりましたけれども、

何か物足りないんですね。私は大分県の人間だから、見たら、「ああ、大分県のあれでＰ

Ｒしているな」と思うんだけれども、地元の人が見たら何と思うだろうかって。「おんせ

ん県おおいた 味力も満載」、それがどうしたというふうに受けとめられるかもしれませ

ん。もう少し言葉をつけ加えることによって、ご理解をいただけるんじゃないかと思うん

ですね。

温泉マークの湯気もＯＩＴＡと書いているんだけれども、そういうふうに見てくれてい

るだろうか。あるいは味力というのが、味の味力ですけれども、それを本当にそういうふ

うに思ってくれているのかということに非常に不安を持っております。

それからもう１つは、やっぱり「どうぞお越しください」とか、あるいは「いらっしゃ

いませ」とか、そういった言葉がないと、ただ言いっ放しというふうな感じを受けておる

とすれば、もう少し丁寧な言い方の看板のほうがいいかなというふうに思っております。

それはぜひですね、ご感想を聞いてきていただきたいと思っておりますし、私以外の感じ

を持っている方もいると思うので、ご紹介をいただきたいなと思っております。

以上３点、お願いします。

堀国際政策課長 私のほうから質問の２つをお答えしたいと思います。

まず、１つ目の海外県人会に対する県の取り組みということでございますけれども、今

現在、世界で１６カ国、１地域──台湾も入れてですね、２３の海外大分県人会がござい

ます。私どもも昨年来より、駐在で行かれている方、それから、もともとその地で自分で

企業を起こしてやられている方などいろんなパターンがありまして、大分県から行くとい
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うと、かなり親密に情報も提供していただけますし、いろんな協力もしていただけるとい

うことで、海外県人会とのネットワークというのは非常に重要視しております。

昨年度からそういったコミュニケーションをとるために、今、インターネットのメール

で毎月の月刊誌もそういった県人会の方に配信したりして、大分県の内容を紹介すると同

時に、皆さんからの情報も提供いただくという形でやっておりまして、ご案内のとおりこ

とし６月にはベトナムのハノイとホーチミンでそれぞれ新たに県人会も設立するという動

きも出てきてまいりました。

きのう載っておりましたタイの大分県人会は、実は１０年来ほとんど開催されていなか

ったというのを聞きまして、私どもいろんなお声をおかけして、実は大分銀行からも駐在

が１人行っていまして、いろいろ声をかけて、ようやく１０年ぶりに３０人ぐらいが集ま

って開催されたという形で、またそこからもネットワークが広がるかなという形で考えて

おります。

それから、２つ目の質問でございますけれども、主要な施策の１９ページの緊急雇用を

使いました訪日教育旅行の誘致関係でございますけれども、実際は先生のＯＢの方を国際

交流プラザのほうに１人配置いたしまして、教育旅行誘致には、数多くの修学旅行が大分

県に訪れてきてほしいのはもちろんなんですけれども、そのためには、いかに県内の小・

中・高校生の学校とですね、学校交流をやっぱり受け入れるというのが最大のハードルと

いうか、最大の要因になりまして、それを受け入れやすくするために、そのコーディネー

トの方に、海外から依頼があれば県内の小・中・高校に、いろいろこういったやり方でや

ればスムーズに行えますよという、いろんなアドバイスをしながら、スムーズに学校交流

を行うようにするためにつけましたものですから、こういう取り組みで、九州の中では大

分県が学校交流の数は、一応、１番多いという形で成果は出ておるところでございまして、

いろいろ中国、韓国の状況はあるんですけれども、引き続き訪日教育旅行の誘致には努め

てまいりたいと考えております。

細川観光・地域振興課長 ご指摘をいただきました日本一の「おんせん県おおいた 味力

も満載」というキャッチフレーズでございますが、これは２年前にツーリズム戦略をつく

るという中で、官民一体となって、いいキャッチフレーズはないかということで知恵を絞

りました。その中で、やっぱりインパクトがあって、旅行商品をきちっとつくっていただ

ける、そういうキャッチフレーズということで、民間の中からやはり日本一といえば温泉

だろうということで「日本一のおんせん県」と。

これが話題を呼びまして、また、広報のほうと連携いたしましてＣＭをつくりまして、

非常に効果があったなというふうに思っております。

ご指摘のおもてなし的な「どうぞいらしてください」ということで、キャッチフレーズ

が「どうぞおいでください大分」ではどこも一緒になってしまうので、この効果はなかっ

たと思うんですが、やはり「いらしてください」ということは、どこかでメッセージを出

さなければいけない１つだと思っております。

推進の中で、このデスティネーションキャンペーンの中でも、おもてなし部会というの

をつくりまして議論をさせていただいております。委員の意見も参考に、どういうおもて

なしができるかを議論してまいりたいと思っております。来年いよいよ本番でございます。

ことし、エクスカーション等を実施しまして、大分のおもてなしを見直していただいた旅
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行エージェントの皆さん、多数おられますので、さらにそこにＰＲできるように、おても

なしの施策を重ねてまいりたいというふうに思っております。

志村委員 県人会の件ですね、大変重要なことでありますので、せめて例えば５周年記念

とか１０周年記念のときには県の職員が行って、記念事業のときにはぜひ行って、「皆さ

ん頑張ってください」というエールもかけるようにですね、丁寧な対応をお願いしたいと

思っております。

それから、教育旅行というのは、やっぱりこちらから行かないと向こうからも来ないん

ですよ。いつも私は教育委員会のほうに申し上げるんですけれども、なかなかそれは学校

単位のことだし、保護者の問題等々の問題で進まないんですが、やっぱり出かけていくと

必ずこちらにも訪問してくれるという、ここが１番大事なところです。

もう１つは、教育ですから、これは責任ある対応をしなければいけないと思うんですね。

旅行社に任せるということは、比較的海外に行くときには多いんです。ところが、長続き

をしないというか、あるいは反対に言うとモデル校しか見せないとか、交流できないとか

いうことなんです。やっぱり目的に合うことをするためには、旅行社任せではなく、もう

少し行政が入ってやるという、ここが大事だと思っておりますので、まず教育委員会と訪

日教育旅行、あるいは海外修学旅行、そこをドッキングするような動きをぜひ企画振興部

のほうからも働きかけをしてほしいと、そして促進をしてほしいというふうに思っており

ます。

「おんせん県おおいた」、ぜひ来年に向けて頑張っていただきたいと思っております。

よろしくお願いをいたします。

三浦（公）委員長 全て要望でよろしいですか。

志村委員 教育委員会関連の答弁を求めます。

堀国際政策課長 訪日教育旅行につきましては、この海外戦略につきましては、プロジェ

クトチームという形で、毎月みんなで関係者が集まっていろいろ検討を行っているところ

なんですけれども、その中にも、当然、教育委員会の義務教育課と高校教育課も入ってお

りまして、一応、意見交換しながら取り組みについて交換しておりまして、ご案内のとお

り世界情勢の関係もあるんですけれども、最近また海外に出ていく高校も少しふえてきて

いるということで、私ども一緒にタッグを組みながら取り組みをやっていきたいと思って

おります。

阿部委員 事業説明書の５３ページのＭＩＣＥ誘致推進事業、これについてちょっとお聞

きしたいんですけど、決算で５０１万円ですか、こういう数字でありますが、誘致のため

ＭＩＣＥ誘致推進協議会の開催という説明になっておりますが、今現在どういう推移で、

どういう状況で進展しているのかですね。

このＭＩＣＥについては、私は九州全域、よく議長会でも、知事会でもよく言うんです

が、九州は１つという言葉があるんですよ。そういう流れの中でも、やはり西と東では相

当違った状況にもありますし、１つの協議会の流れの中で、九州全域でそういう協議がで

きる場というのも必要じゃないかなと。できているかどうか、そこのところも含めて教え

ていただきたいと思います。

細川観光・地域振興課長 ＭＩＣＥ誘致推進事業についてでございます。

ＭＩＣＥにつきましては、先ほど説明したように大規模な誘客が可能であるということ
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で、観光と一体となってこのＭＩＣＥの誘致を進めているところでございます。

そこで、大分県のＭＩＣＥ誘致推進協議会を官民一体となって結成いたしまして、例え

ばビーコンプラザ、それからホルトホール大分ができましたので、あるいは別府のアリー

ナもございますし、大分銀行ドームもございます。そういうところと連携して誘致を進め

ていこうと。例えば、ビーコンでこの会議ができないなというときは、ホルトホールや、

あるいはべっぷアリーナというところ、ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センターもありますね。

そういうところと連絡をとり合いながら実施していこうという協議会を重ねているところ

でございます。

実際の誘致活動については、ＭＩＣＥセンターをツーリズムおおいたの中に置きまして、

実動的な、例えば商談会に出かけるとか、実際の営業に回るとかいうことを実施させてい

ただいておるところでございます。

残念ながら、九州全体というお話でございましたけれども、これはむしろ九州内でも競

争になっておりまして、熊本あたりは新しいコンベンションをつくろうかというような議

論をされているようでございます。一体的にこれができるかというと、やはり各地にどれ

ぐらいの誘客ができるかという算段になってきますので、少し難しいかなとは思います。

ただ、国際的なお話になると分担してやるというようなこともありますので、そういう面

も含めて、今後、九州観光推進機構と議論を深めていきたいというふうに思っております。

阿部委員 これは２５年度決算ですから、２５年度にどういう行動、活動をしたかという

ことにつながっていくと思うんですけど、これからせっかくこういうことをやるわけです

から、先々ですね、今、説明にもありました、やはり福岡、熊本、こういうところを、九

州各県を見ますと、福岡と大分と比較して、やっぱり福岡の利便的な部分というのは太刀

打ちできない部分もたくさんあると思うんですよね。今までも、福岡がそういうことで本

当にこのＭＩＣＥについては、先行していたと言っても過言じゃないと思うんですよ。そ

ういう中で、後発で大分県もやっているわけですから、できれば、やはり今、外国人も加

えたそういう大会をしたときは、この周遊の中では大分県もというような部分も取り入れ

るような、そういう協議会も私は立ち上げるべきじゃないかなと。そういう申し込みをで

すね、やっぱり努力をしていくことが必要じゃないかなと思うんです。

福岡県から「じゃ、大分県さんやりましょう」というんじゃなくて、全体、佐賀県も一

緒になって、やっぱり福岡に対して、熊本も今度はまたそういう施設もつくっていく、大

きな施設があるわけですけれども、そのＭＩＣＥに向けてですね。こういう施設はやはり

大分県とか佐賀県とか宮崎県が利用していく、そういうことも考えながらやっていかない

と。九州各県でお互いに競争しても、非常に弱い点が大分県にも出てくるんじゃないかな

というふうに危惧しますので、ぜひこれから先、そういう視点を持って努力していただき

たいということを要望させていただきたいと思います。

竹内委員 今のに関連して、要望というかお尋ねをします。

私は、既に沖縄でサミットを体験した人材が大分に帰ってくるのでということでご紹介

いたしました。そして、閣僚会議に手を挙げているということで、私は大分県もやってく

れるんだと思ったら、どうもそのときにいただいたご答弁が、先ほど阿部委員がおっしゃ

ったように、「宮崎も手を挙げているし、佐賀も手を挙げているので、大分もどうなるか

わからないんですよ。だから」というような、ちょっと消極的なご答弁をいただいて、経



- 50 -

験者を生かしていただくというのが難しいような雰囲気でした。

そのことが悪いというのではありませんが、やっぱり今、阿部委員がおっしゃったよう

に、量とか規模が小さいのであれば質でいくという、そういうような視点で、大分県の売

りをつくる、そういうＭＩＣＥの誘致について検討していって、やっぱりターゲットを絞

って誘致していくべきだと思いますので、要望ですけれどもよろしくお願いします。

三浦（公）委員長 要望でよろしゅうございますか。

竹内委員 はい、よいです。

三浦（公）委員長 ほかにご質疑あれば挙手願います。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦（公）委員長 時間に余裕がありますので、ここで委員外議員の質疑を許可したいと

思います。委員外議員で質疑のある方は挙手願います。

堤委員外議員 １点だけですね。交通政策課、事業別説明書の５６ページの太平洋新国土

構想１２１万円の決算が計上されております。

内容を見ると、実現のために国に働きかけるとともに地域間交流、研究活動、広報等実

施したとありますけれども、今の国の動向及び県として具体的にどのように働きかけてい

るのかということをお聞きいたします。

飯田交通政策課長 太平洋新国土軸構想及びその一部をなす豊予海峡ルート等につきまし

ては、四国あるいは関西等からの誘客、物流の促進という観点から非常に経済効果がある、

あるいは災害時における代替輸送ルート機能を果たすなど、本県にとって、あるいは国土

全体にとっても非常に必要性が高いのではないかというふうに捉えております。

しかし、当然のことながら膨大な事業費等もかかりますので、すぐにということは難し

く、近い将来の実現は難しいんですけれども、例えば国土形成計画に明記されて、国を挙

げたプロジェクトとして位置づけられることが、実現の第１歩であろうというふうに捉え

ております。

現在、私どもは太平洋新国土軸構想推進協議会ということで１６都府県、あるいは豊予

海峡ルート推進協議会で７県等々において、国土交通省、あるいは各県選出国会議員に対

する要望活動等、それから機運を盛り上げるための交流事業等に取り組んでおります。次

期の国土形成計画が平成３０年ごろに予定されておりますが、これにぜひとも載せていた

だくように継続的に要望活動を続けていきたいというふうに考えております。

堤委員外議員 国交省に申し入れというか、要望しているというんだけど、国交省の今現

在の考え方はどういうふうに返答されているんですか。

飯田交通政策課長 なかなか、すぐにはというのは無理なんでしょうけれども、ことし７

月に国土のグランドデザイン２０５０というのが国土交通省から出されました。これは、

次期の国土形成計画をにらんで取りまとめられた内容なんですが、その中に豊予海峡とか

そういう名前はないんですけれども、「これまでの国土計画において構想され２１世紀を

通じて明らかにされていくとされた北東国土軸、日本海国土軸、太平洋新国土軸及び西日

本国土軸の４つの国土軸の構想も重ねていくこととする」というふうな表現が盛り込まれ

ております。これが次の国土形成計画にどのように反映されるかなんですけれども、これ

に向けて、いろいろ要望活動を続けていきたいと考えております。

堤委員外議員 ８月に僕たちも国交省に行ってきて、この内容を確認してきたんだけど、



- 51 -

結局、その調査は終了しているけれども、事業そのものは、今、全く何もしていないと。

今、国が考えているのは新幹線、紀淡海峡での四国新幹線のほうを結構考えているみた

いなんだけれども、その中で豊予海峡大橋構想、またトンネルというのは全く出てこない

んですね。我々とすれば出てくる必要はないというふうに思っているんですけれども、県

としては平成３０年に向けた計画の中に太平洋新国土軸構想を具体的に入れていくという、

そういう形の認識でよろしいんでしょうか。

飯田交通政策課長 冒頭申し上げましたが、太平洋新国土軸はやっぱり本県にとって将来

を見据えた場合にはとても必要なものだと考えておりますので、それに向けた活動を各県

とともに今後とも要望を継続していきたいと考えております。

三浦（公）委員長 それでは、ほかに委員外議員で質疑ございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦（公）委員長 ほかに質疑はないようですので、これをもって企画振興部関係の審査

を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方はお残りください。

〔企画振興部、委員外議員退室〕

三浦（公）委員長 これより、決算審査報告について内部協議に入ります。

先ほどの企画振興部の審査における質疑等を踏まえ、指摘事項や来年度予算へ反映させ

るべき意見･要望事項等の取りまとめについて協議いたします。

ご意見、ご要望がありましたらお願いします。

〔「委員長一任」と言う者あり〕

三浦（公）委員長 委員長に一任とのことですので、審査報告のとりまとめについては、

本日の審査における質疑を踏まえまして委員長に一任願います。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

三浦（公）委員長 それでは、そのようにいたします。

以上で企画振興部関係の審査報告書の検討を終わります。

これをもちまして、本日の審査日程は終わりましたが、この際、ほかに何かありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦（公）委員長 別にございませんので、次回の委員会は、明１０月３日午前１０時か

ら開きます。

以上をもって、本日の委員会を終わります。


